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「ＴＲＹ２５（トライ・２５）」とは・・・ 

国の中期目標である「平成２（１９９０）年比で平成３２（２０３０）年までに２５％の温室効果ガス削減」を地方から

実現するため、「挑戦する、努力する」の意味を込めた「ＴＲY（トライ）」と、温暖化対策を着実に実現していくた

めに重要な３つの主体（市民、事業者、行政）を示す「Ｔｒｉａｎｇｌｅ（トライアングル＝３角）」をかけたものです。 

【本計画における図表の「参考」、「出典」について】 

参考 参考資料をもとに本市が作成したもの。 

出典 参考資料から引用した図表を表記したもの 
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第１章 計画策定の背景 

１ 地球温暖化の現状 

（１） 地球温暖化について 

地球は太陽からのエネルギーで温められ、温められた地表からは宇宙空間に熱エネルギーが放射さ

れますが、その一部は大気中の二酸化炭素（ＣＯ２）や水蒸気などに吸収され、大気を温めています。こ

れを「温室効果」と呼び、ＣＯ２などの熱エネルギーを吸収する気体を「温室効果ガス」（＊１）と呼んでいます。

地表から放出された赤外線がそのまま全部宇宙に出ていってしまうと地球の気温はとても低くなりますが、

この温室効果ガスのおかげで、地球は平均して１５℃ぐらいという、生物が生存するのにちょうどよい気温

になっています。 

人類は産業革命以降、石油や石炭などの化石燃料を大量にエネルギーとして使用することで、ＣＯ２

の排出量を急速に増加させてきました。その結果、地球環境が自然に吸収できる量を大幅に上回るＣＯ

２が排出され、大気中のＣＯ２濃度は上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）（＊２）の第４次評価報告書（２００７年１１月発表）では、「２０世

紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増加によって

もたらされた可能性が非常に高い」と述べています（＊３）。 

また、この報告書では、世界の平均気温は明治３９（１９０６）年から平成１７（２００５）年までの１００年間

で０．７４℃上昇し、最近の５０年の気温上昇は、過去１００年のほぼ２倍の速度で上昇しているとしていま

す。 

こうした地球温暖化による影響は、気温や降雨などの気候要素の変動を受けて、自然環境から人間社

会まで、幅広く及びます。 

----------------------------------------------------- 

＊１ 温室効果ガス：二酸化炭素以外の温室効果ガスの種類と排出源、特徴などは、２３ページをご覧ください。 

＊２ ＩＰＣＣ：世界気象機関（ＷＭＯ）及び国連環境計画（ＵＮＥＰ）により１９８８年（昭和６３年）に設立された国連の組織。各国

の政府から推薦された科学者の参加のもと、地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見

を、政策決定者を始め広く一般に利用してもらうことを任務としています。 

＊３ 地球温暖化の原因：地球温暖化の原因としては、太陽放射の変化や長期的な気候変動などによる影響も考えられます。 

図表１－１ 地球温暖化のしくみ 
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気候要素としては、気温上昇、降雨パターンの変化、海面水位の上昇などが挙げられます。 

自然環境への影響としては、水資源の分布変化や、生物種の分布変化、生態系の改変が挙げられま

す。 

人間社会への影響としては、作物の品質低下、栽培適地の移動、養殖の不振など農林水産業への影

響や、高潮や台風などの被害、河川洪水、土砂災害などの災害の激化、熱中症や熱帯性感染症の増加

など健康への影響、産業への影響による収入の低下、快適さの阻害、観光資源等への被害など国民生

活へのさまざまな影響が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、地球温暖化が進むことにより、海面の上昇や、陸上の氷河・氷床の融解、北極海の海氷の減

少、生物の生息域の移動や生息数の変化、行動の変化などの影響が現れているとされています。さら

に、規模の大きなハリケーンや局地的な集中豪雨、大規模な干ばつなどの異常気象が頻繁に発生し

ていることについても、地球温暖化が一因を担っていると考えられています。 

同報告書では今後の温暖化の傾向について、今後も世界的に経済成長を続け、化石エネルギーを重

視し続けていった場合のシナリオや、経済、社会、環境の持続可能性を確保するための地域的対策に

重点をおくシナリオなど、さまざまなケースを想定していますが、１００年後の２１世紀末までに、世界の平

均気温が、最も気温上昇が小さいシナリオでも約１．８℃（１．１～２．９℃）、最も大きいシナリオでは約  

４．０℃（２．４～６．４℃）上昇すると予測しています。 

（２） 日本における地球温暖化の状況 

日本における地球温暖化の状況については、平成２１（２００９）年１０月に文部科学省・気象庁・環境省

がまとめた「日本の気候変動とその影響」によると、日本の年平均気温は明治３１（１８９８）年以降、１００年

出典：平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書 

図表１－２ 世界の年平均気温平年差 
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当たり約１．１℃の割合で上昇しており、特に１９９０年代以降、高温となる年が頻繁に現れているとされて

います。 

その影響により、真夏日や猛暑日、熱帯夜の増加、冬日の減少、大雨が降る日数の増加などが指摘さ

れており、こうした変化には地球温暖化が影響している可能性があると指摘しています。 

生物への影響としては、自然生態系では、南限近くのブナ林の衰退、高山植物群落の衰退、サクラの

開花時期や紅葉時期の変化、サンゴの白化などが進んでいること、食糧生産の分野では、コメや、ミカ

ン・リンゴなどの果樹の品質低下が見られることや、こうした農作物の栽培適地の高緯度地方への変化、

回遊魚の生息域の変化などが予測されています。 

健康への影響としては、熱中症患者の増加や、感染症を媒介する生物の生息域の変化などが起こっ

ており、死亡リスクや感染症患者の増加などが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 小田原市における地球温暖化の状況 

小田原市における地球温暖化の状況については、気象庁の観測データによる平均気温、最高気温、

最低気温、降雨量を見ると、昭和５３（１９７８）年からの３２年間で、年間の平均気温が平年よりも高い年が

増加傾向にあることなどから、地球温暖化の影響が現れているものと考えられます。 

また、神奈川県内では、ナガサキアゲハなど南方系の生物が増えつつある現象なども報告されている

など、私たちの身近な自然にも変化が現れています。 

 

出典：平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書 

図表１－３ 日本の年平均気温平年差 
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（４） 地球温暖化の今後の予測と影響 

前述した「日本の気候変動とその影響」では、ＩＰＣＣの第４次評価報告書と同様に、複数のシナリオと

平均気温の上昇を予測しています。その結果、２１世紀末までの日本の平均気温の上昇は、世界平均気

温の予測値を０．３～０．６℃上回り、これに伴い真夏日や熱帯夜の日数が増加、冬日が減少すると述べ

ています。 

さらに地球温暖化が進んだ場合、夏季に降水量と大雨の日数が増加、河川の洪水や沿岸域における

高潮などの水災害の増加、生態系への影響、コメ収量の変化や栽培適地の変化などの食料生産への影

響、熱中症などによる死亡リスクの増加、熱帯性の感染症罹患率の増加など、さまざまな影響が及ぶと予

測しています。 

 

 

図表１－４ 小田原市における過去３０年間の気象概況 
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参考：気象庁ＨＰ 「過去の気象データ検索」 

図表１－５ 小田原市の年平均気温平年差 

注 棒グラフは各年の平均気温の平年差（平年値との差）を示している。青線（折れ線）は平年差の５年移動平均を示し、赤

線（直線）は平年差の長期的傾向を直線として表示したものである。平年値は１９７８（昭和５３年）から２００８年（平成２０

年）の３０年平均値。 
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出典：「温暖化の観測・予測及び影響評価総合レポート『日本の気候変動とその影響』」 

２００９年１０月、文部科学省 気象庁 環境省 

図表１－７ 世界平均気温の変化にともなう影響の事例 

           ＋            ＋             ＋             ＋             ＋ 

図表１－６ ２０００～２１００年の世界気温の予測 

出典：「気候変動に関する政府間パネル第４次報告書統合報告書政策決定者向け要約」 

２００７年、翻訳：文部科学省 気象庁 環境省 経済産業省 

＊地球温暖化がどの程度進むか、すな

わち世界の気温がどの程度上昇する

かについては、社会がどのように発展

していくかによって大きく異なります。Ｉ

ＰＣＣが２０００年（平成１２年）に公表し

た将来シナリオは、次のように分類され

ています。 

Ａ：経済発展を重視した社会 

Ｂ：環境と調和した持続可能な社会 

１：地域格差が縮小し、グローバル化が

進む場合 

２：地域の独自性が強まる場合 

例えば、高成長型社会を志向し化石エ

ネルギーへの依存を継続する場合の

シナリオがＡ１Ｆ１とされ、持続的発展

型社会を志向しグローバル化が進むシ

ナリオがＢ１とされています。 
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２ 地球温暖化対策への取り組み 

（１） 国際的な動向 

平成４（１９９２）年５月、国連で「気候変動に関する国際連合枠組条約」（以下、「気候変動枠組条約」と

いう。）が採択され、温暖化を防止するための世界各国の協力が始まりました。 

そして、平成９（１９９７）年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）では、平

成２０（２００８）年から平成２４（２０１２）年までの５年間を第１約束期間として、先進国の温室効果ガス排出

量を平成２（１９９０）年に比べて５％以上削減することを義務づける「京都議定書」が採択されました。 

京都議定書の第１約束期間が終了する平成２５（２０１３）年以降の、地球温暖化対策の枠組みについ

ては現時点ではまだ定められていませんが、国際的な会議においてさまざまな議論が行われており、平

成２１（２００９）年７月にイタリアのラクイラで開催された第３５回主要国首脳会議（ラクイラ・サミット）では、

「先進国は平成６２（２０５０）年までに温室効果ガスを８０％削減」との目標が支持されたほか、同年１２月

に開催された、気候変動枠組条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）では、先進国は排出目標を、途上国

は緩和のための行動を、それぞれ翌年１月３１日までに国連事務局に提出することとされた「コペンハー

ゲン合意」への留意が決定されました。 

続く平成２２（２０１０）年１２月には、メキシコのカンクンで気候変動枠組条約第１６回締約国会議（ＣＯＰ

１６）が開催され、平成２５（２０１３）年以降の対策について、アメリカを含む先進国には削減目標の設定を、

中国やインドなど途上国にはその国に適した削減行動を求めるほか、途上国の温暖化対策を助ける新

たな基金の設置や、世界の気温上昇を工業化以前から２℃以内に収めるべきとの見解が認識されたこと、

京都議定書の第１約束期間と第２約束期間との間に空白を設けないことなどが記載された「カンクン合

意」が採択されました。 

平成２３（２０１１）年には、南アフリカ共和国のダーバンでＣＯＰ１７が開催され、ポスト京都議定書の枠

組みや温室効果ガスの削減目標などについて国際交渉が行われます。 

 

（２） 国の取り組み 

国では、「京都議定書」において約束した「平成２（１９９０）年比で６％の削減」の達成のために、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）を平成１０（１９９８）年１０月に制定しました。

温対法では、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにしつつ、各主体が地球温暖化対策に

取り組む枠組みを定めています。平成１７（２００５）年２月に発効した京都議定書に基づき、４月には、国

内における地球温暖化対策を着実に推進するため、「京都議定書目標達成計画」（計画期間：平成１７

（２００５）年～平成２４（２０１２）年、平成２０（２００８）年３月改訂）が定められ、排出部門ごとに削減目標の

目安や、具体的な削減対策を示した上で、この計画にもとづいて国内対策を展開してきました。 

なお、温対法は、平成２０（２００８）年６月に改正され、地域ごとのきめ細かい温暖化対策への取り組み

を進めるほか、基準年からＣＯ２排出量の増加傾向を示している業務部門などへの対策強化を定めてい
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ます。 

平成２２（２０１０）年１月には、平成２１（２００９）年に開催されたＣＯＰ１５において採択されたコペンハー

ゲン合意への賛同を表明するとともに、わが国の平成３２（２０２０）年の削減目標について、平成２    

（１９９０）年を基準年として「２５％削減、ただし、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組

みの構築及び意欲的な目標の合意を前提とする」文書を、国連気候変動枠組条約事務局に提出しまし

た。 

平成２２（２０１０）年３月には、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試案）」が公表さ

れ、国中期目標を達成するための対策や施策が盛り込まれたほか、長期目標として平成６２（２０５０）年

に基準年比８０％の削減が示されました。この試案にもとづき、現在、環境省中央環境審議会において

中長期ロードマップ案が検討されています。 

国会においては、この中長期目標や地球温暖対策の基本的な施策を定める「地球温暖化対策基本

法案」（平成２２（２０１０）年１０月閣議決定）の審議が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 県の取り組み 

神奈川県では、平成１５（２００３）年に策定した「神奈川県地球温暖化対策地域推進計画」を平成１８

（２００６）年に見直し、「平成２２（２０１０）年の県内のＣＯ２総排出量を平成２（１９９０）年の水準まで削減す

る」との目標を掲げ、これまで様々な地球温暖化対策を進めてきました。しかし、県域におけるＣＯ２排出

量は増加を続け、いっそうの温暖化対策の強化が必要な状況にあることから、地域特性を踏まえ実効性

のある制度などを盛り込んだ「神奈川県地球温暖化対策推進条例」を平成２１（２００９）年に制定しまし

出典：平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書 

図表１－８ 主要国の温室効果ガス削減目標 
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た。 

さらに、この条例に基づき、「神奈川県地球温暖化対策計画」を平成２２（２０１０）年３月に策定し、温室

効果ガス削減の中期目標として平成３２（２０２０）年の県内の温室効果ガス総排出量を平成２（１９９０）年

比で２５％削減する目標を掲げています。 

 

（４） 市の取り組み 

本市では、平成１０（１９９８）年３月に「小田原市環境基本計画」（以下、基本計画という。）と「小田原市

低公害車普及促進計画」を策定し、低公害車の普及促進等にいち早く取り組みました。 

平成１１（１９９９）年３月には、基本計画にもとづいて具体的に環境負荷を低減する主体的な取り組み

を進めるために、「市民としての行動」、「事業者としての行動」、「市としての行動」、「環境共生まちづくり

のための行動」の４つの指針からなる、「小田原市環境行動指針（環境行動計画）」を定めました。このう

ち、「市としての行動」については、温対法に定める地方公共団体自らが排出する温室効果ガスの削減

対策を定める実行計画と位置づけ、平成１５（２００３）年５月、平成１９（２００７）年５月に改定しています。 

また、平成１２（２０００）年には「地域新エネルギー計画」を策定して、これにもとづいて住宅用太陽光発

電システムの導入を支援するなど、ＣＯ２等の排出抑制に向けた取り組みを開始しました。 

平成１８（２００６）年６月には基本計画を改訂し、地球温暖化対策を優先的に解決すべき緊急性の高

い課題の一つに位置づけ、ＣＯ２排出量を平成１２年度比で平成１２（２０００）年度比で平成２２（２０１０）年

度には１０％削減することを目指すとしています。 

平成１９（２００７）年６月には、基本計画に定めた目標の達成を図るため、市民、事業者、行政のそれぞ

れの役割や取り組みを具体的に示した「地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、さまざまな取り組み

を展開してきました。 
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第２章 計画の基本的事項 

１ 計画の位置づけ 

平成２０（２００８）年に改正された温対法では、第２０条の３第３項において、都道府県及び政令指定都市

等に対し、区域の温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に係る計画の策定を義務づけています。

また、第２０条の３第１項では、市等の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収

作用の保全及び強化のための措置に関する計画を定めるよう義務付けています。 

これとは別に、本市の第４次総合計画「ビジョン２１おだわら」（計画期間：平成１０（１９９８）年～平成２２ 

（２０１０）年）や、「小田原市環境基本計画」（計画期間：平成１０（１９９８）年～平成２２（２０１０）年）がそれぞ

れ計画期間を終えるため、新たな計画の策定作業が行われています。 

こうした状況をふまえ、平成３４（２０２２）年までの温暖化対策の目標と施策の方向性を示し低炭素社会へ

の転換を図るため、新たに「小田原市地球温暖化対策推進計画」を策定することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－１ 本計画と、法令、他計画等との関係 

環境基本法 地球温暖化対策の推進に関する法律 
法
律 

本
市
の
計
画 

小田原市美しく住み良い環境づくり基本条例 

１９９５年（平成７年）４月施行 
条
例 

第５次総合計画「おだわらＴＲＹプラン」 

２０１１年（平成２３年）～２０２２年（平成３４年） 

分野別計画 

連携・調整 

一般廃棄物処理基本計画 

２００８年度（平成２０年度）～２０１３年度（平成２５年度） 

小田原市地球温暖化対策推進計画 

２０１１年（平成２３年）～２０２２年（平成３４年） 

 

市域から排出される温室効果ガスの 

削減のための施策 

 

 

第６章・第７章 （市域施策編） 

 

市の事務・事業から排出される温室効

果ガスの削減のための取り組み 

第８章 （市役所事務事業編） 

都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画等 

第２次環境基本計画 

２０１１年（平成２３年）～２０２２年（平成３４年） 

分野別計画 

整合性 

統合 

低公害車普及促進計画 

地域新エネルギー計画 

環境行動計画 
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２ 計画の役割 

本計画は、事業者及び市民の自主的な温暖化対策の促進を図り、エネルギー多消費型の社会から地球

環境への負荷が少ない低炭素社会への転換を促すため、市の地球温暖化対策に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図る基本的な計画として定めるものです。 

本計画は、第２次小田原市環境基本計画で示す「望ましい環境像」を目指すための地球温暖化対策分

野における計画とし、温対法の趣旨に則った計画とするとともに、平成１９（２００７）年に策定した「地球温暖

化対策地域推進計画」（以下、前計画という。）を引き継ぐものとします。また、「低公害車普及促進計画」、

「地域新エネルギー計画」、「環境行動計画」、「地球温暖化対策地域推進計画」を統合するものとします。 

また、温対法の定めにもとづき、地域推進計画で担ってきた部分を「市域施策編」として本計画の「第６章 

目標の実現に向けて実施すべき事項」、及び「第７章 重点プロジェクト」に位置づけるほか、環境行動計画

で担ってきた部分を「市役所事務事業編」として本計画の「第８章 小田原市役所における取り組み」として

位置付けます。 

 

３ 計画の期間 

本計画では、国の長期目標年度と同様に２１世紀半ばに実現すべき将来像を見通しつつ第５次総合計

画「おだわらＴＲＹプラン」及び第２次小田原市環境基本計画との整合性を保ち、着実な計画の進展を図る

ために、計画期間を、平成２３（２０１１）年度から平成３４（２０２２）年度の１２年間とします。 

 

４ 他計画との関係 

第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」や第２次小田原市環境基本計画におけるまちづくりの

大きな方針との整合性を図るとともに、都市計画マスタープランや、農業振興地域整備計画などとも整合性

を保ちます。 
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第３章 小田原市の特性 

１ 人口及び世帯数の状況 

（１） 人口 

平成２２（２０１０）年１月１日現在、市内の人口は１９８，５２３人を数え、前計画の基準年である平成１２

（２０００）年の人口２００，１７３人と比べると微減しています。また、全国の人口は平成１７（２００５）年から減

少に転じていますが、本市の人口も漸減傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の市区町

村別将来推計人口」（平成２０（２００８）年１２月）によると、平成３２（２０２０）年には１８５，６５３人になると推

定されています。さらに、人口減少とあわせて少子高齢化が進んでおり、今後もこの傾向が進むと予想さ

れます。 

（２） 世帯数 

平成２２（２０１０）年１月１日現在、市内の世帯数は７８，２０５世帯となっており、平成１２（２０００）年の世

帯数７１，５３２世帯と比べると９％ほど増加しています。 

世帯人員は減少を続けており、平成２２年１月１日現在の世帯人員数は２．５人と、平成１２年の２．８人

から０．３人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－１ 小田原市の人口、世帯数、世帯人員の推移 

参考：昭和３０年～平成１７年：国政調査結果報告 

平成２２年：神奈川県年齢別人口統計調査（１月１日現在） 
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２ 産業の状況 

（１） 産業構造 

市内の事業所数は平成１８（２００６）年で  

８，６３４事業所であり、減少傾向にあります。 

同年の事業所数の割合としては、製造業が

７％、卸売・小売業が３０％、サービス業が１

８％を占めています。 

 

（２） 製造業事業所数と製造品等出荷額 

平成１９（２００７）年の事業所数は６１１事業

所で、このうちの５５％を占める従業員数４人

以上の製造業事業所数は３３８事業所です。 

これら３３８事業所の製造品等出荷額は８１億６，６００万円です。平成１２（２０００）年と比較すると、いっ

たん増加したものの、近年では漸減傾向にあります。 

また、平成１９（２００７）年の産業別の製造品出荷額の割合では、化学が２８％、電機が２６％、情報機

器が２３％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 業務部門の延床面積 

産業のうち、業務部門（＊４）の床面積は長らく増加傾向を示しており、平成２２（２０１０）年には１４０万㎡

となっており、前計画の基準年である平成１２（２０００）年の１，１９５，６８４㎡と比較すると、１７％増加して

いますが、前年比では４％減少しています。 

----------------------------------------------------- 

＊４ 業務部門：業務部門には、事務所ビル、スーパーマーケット、卸小売店、飲食店、学校、病院などが含まれています。 
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図表３－２ 産業別（大分類）事業所数の割合 

参考：平成１８年事業所・企業統計調査 

827,062 812,562 867,098 872,880
939,348

866,238 826,544 829,359
777,995

828,166

54.4 56.1

63.7
59.9 60.1 61.5 61.8

65.7

47.647.1

0

200,000

400,000

600,000

800,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

（百万円）

0

20

40

60

80
（百万円）

製造品出荷額 従業者1人当りの製造品出荷額

図表３－３ 製造品出荷額等の推移 

参考：工業統計調査、従業員４人以上 
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３ 交通の状況 

（１） 自動車 

自動車社会の進展にともない、平成２（１９９０）年に８７，０００台弱だった自動車保有台数はその後も増

加を続け、平成１５（２００３）年には２９．６％増の１１２，７４８台のピークを迎えました。その後、人口の減少

傾向や景気の後退、若者の車離れなどさまざまな要因によって、平成２１（２００９）年には１１０，４９２台と、

減少傾向を示しています。 

（２） 公共交通機関 

本市は、６路線のべ１８の鉄道駅を有し、交通利便性の高い鉄道駅を中心に市街地が形成されている

ほか、４社のバスが運行され、これらの公共交通は市街地を概ねカバーしている状況にあります。 

鉄道駅の乗降客数については、５路線が乗り入れる小田原駅で、平成１７（２００５）年には平成８（１９９

６）年から１割減少している反面、郊外の各駅では横ばい傾向が見られます。 

乗合バスについては、全国的傾向と同様に、本市においても自家用車の普及などから利用者数が減

少傾向にあり、バス事業を取り巻く環境は大変厳しい状況になっています。 

 

４ 土地利用の状況 

都市化の進展などに伴い、住宅地などの都市的な

土地利用は増加する一方、農地などの農業的な土

地利用は減少しています。 

農業の経営耕地面積は、１９９５年の１，８４２ヘクタ

ールに比して、２００５年では１，２９２ヘクタールと大き

く減少しています。 

 

 

図表３－５ 業務部門における床面積の推移 （参考：神奈川県固定資産価格等概要調書） 
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図表３－４ 業務部門における床面積の推移 

参考：神奈川県固定資産価格等概要調書 
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【図３】小田原市の土地利用状況
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図表３－６ 小田原市の土地利用状況 

図表３－７ 土地利用基本方針図 

参考：都市計画基礎調査 

出典：小田原市都市計画マスタープラン 
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５ 市民・事業者の地球温暖化に関する意識の状況 

（１） 市民の意識 

○ 市民意識調査の概要 

調査期間 平成２２年７月１６日（金）～８月１０日（火） 

調査対象者 １８歳以上市民（無作為抽出） ２，０００人 

 小田原市環境美化推進員（全員） ２５６人 

 小田原市環境ボランティア協会会員（全員） ７１人 

 調査期間中のシルバー大学環境講座受講生 ５３人 

    合計 ２，３８０人 

調査方法 郵便による調査票の発送、回収 

回答者数 １，０３６人（回収率４３．５％） 

○ 現在関心がある環境問題は何か聞いたところ、最も関心が高い環境問題は「地球温暖化」、次に「不

法投棄やごみのポイ捨て」となっています。 

年齢別に見ると、どの年代も、地球温暖化や不法投棄・ポイ捨てに対する関心が高い傾向にありま

すが、３０・４０歳代は、他の問題には同じくらいの関心を寄せているのに比べ、５０歳以上では、他の

問題に比べ、大気・水・土壌などの汚染への関心が高くなっています。 

○ 市民が身近に感じている環境の変化を聞いたところ、９３１回答中、３位である８％の方が気温の上昇

や降雨の変化など気候変動を感じていました。 

○ 本市が特に力を入れるべき環境対策について聞いたところ、２，１２７回答中、５．７％の方が家庭や

事業所、施設での省エネルギーや太陽光発電など新エネルギー設備の導入を挙げ、７．８％の方が

公共交通機関や自転車利用に切り替えられるような公共交通網や道路の再整備を挙げました。 

なお、省エネルギー・新エネルギーに関心が高いのは若い世代に、公共交通網や道路の再整備に

関心が高いのは高齢世代に多い傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－８ 市が力を入れるべき環境対策 
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○ 環境保全にどのような姿勢で取り組むことが必要だと思いますかとの設問に対しては、「今のライフス

タイルを維持しつつ無理せず取り組める範囲で取り組むつもり」という回答が８０％近くを占めました。 

その中で、３０・４０歳代は、「今のライフスタイルを制限しても取り組むべき」という回答が他の年代よ

りも高く、環境問題への意識の高さが伺えます。 

○ 地球温暖化問題に対して対策を立てるべきだと思いますかとの設問に関しては、「対策を立てるべ

き」という回答が８０％以上でした。１０・２０歳代の割合が、他の年代に比べ低くなっていますが、「どう

すればいいのかわからない」という回答が多くなっています。 

○ 上記の設問に対し、対策を立てるべきでないとした方に、なぜそう思うのか伺ったところ、「効果がは

っきりしないから」という理由が半数近くありました。この問には、「対策を立てるべきである」と回答した

人も回答しており、対策の必要性は感じながら、現在行われている対策の効果に対し、疑問を感じて

いる人がいると思われます。 

○ あなたやあなたの家族が、環境にやさしい生活をするために実行していることはあるか伺ったところ、

９０％以上の人が「ごみの分別ルールを守っている」、また、７０％以上の人が「節電・節水」を心がけて

いますが、「不用品のバザーやフリーマーケット等によるリサイクル」や「太陽光発電設備などの機器の

設置」「地域での環境保全活動への参加」は少ない状態です。 

 年代別では、「買い物での過剰包装やレジ袋を断る」「エネルギー効率の良い製品の購入」は、若い

年代ほど、また、「公共交通機関の利用」「自宅での緑化」は年代が上がるほど取り組まれています。 

図表３－９ 自ら実行している環境配慮行動 
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（２） 事業者の意識 

○ 企業意識調査の概要 

調査期間 平成２２年度８月１日（日）～１３日（金） 

調査対象 小田原箱根商工会議所に会員登録している企業６００社（無作為抽出） 

調査方法 郵送による発送、回収 

回答社数 ２４７社（回収率４１．２％） 

○ 事業者に対し、現在関心のある環境問題は何か聞いたところ、地球温暖化という回答を挙げる事業

者が２０１件を数えたほか、ヒートアイランド現象（＊５）やオゾン層（＊６）の破壊を挙げる事業者が約８０件程

度いました。 

また業種別に見ると、卸・小売・飲食店業においては、ヒートアイランド現象と動植物など生態系の変

化への関心が他の業種より、高く見られました。 

製造業では、大気や水、土壌などの汚染に関して他の業種よりも比較的高い数値が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地球温暖化の問題に対し対策が必要だと思うかとの設問に対しては、９割以上の事業者が対策が必

要と考えています。そのうち３６％が新たに規制や負担が生じても対策が必要と回答したほか、１９％の

企業は、対策は必要だが新たな規制や負担に対応することは難しいと回答しています。業種別に見る

と、卸・小売・飲食店とサービス業において、対策に積極的に取り組もうとする傾向が見られます。 

従業員数別にみると、従業員数が増加していくにつれて、地球環境への対策に積極的な傾向があ

ります。また、逆に規模が小さくなればなるほど、新たな規制や負担に対応するのは難しいという回答

が多くなります。 

 

 

図表３－１０ 環境問題への関心度 

----------------------------------------------------- 

＊５ ヒートアイランド現象：市街地の気温が、アスファルト舗装やビルの輻射熱、冷房や車の排気熱などによって、夏になると周

辺地域よりも数度高くなる現象をいいます。等温線を描くと市街地が島の形に似ることからヒートアイランド現象と呼ばれます。 

＊６ オゾン層：地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分（層）を呼びます。有害な紫外線の多くを吸収する効果を持っていま

すが、主に冷媒等に使われるフロン類の放出により破壊が進み、オゾンホールが生じています。 
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地球温暖化

ｎ＝２４０社、３つ選択 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%BE%E3%83%B3
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ｎ＝２４７社 

ｎ＝４６社 

図表３－１２ 地球温暖化対策への取り組みが困難な理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 企業として地球温暖化対策に取り組むのが難しい理由を聞いたところ、半数が人員や資金に余裕が

無いことを理由に挙げています。 

また、具体的な手段などの情報が得られないから、温暖化防止による効果がはっきりしないから、と

いう理由を挙げた企業がそれぞれ１５％程度いました。 

業種別・従業員数別に見ても、すべての業種・規模において人員や資金面において、余裕が無いと

いう回答が多くを占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事業を行う上で、どのような環境対策に取り組んでいるか聞いたところ、省エネルギー型電気器具等

への変換や、低公害車の導入などに取り組んでいる、あるいは取り組もうとしていると回答した事業者

が多く見られました。 

また、グリーン購入（＊７）の実施や環境に配慮した製品の製造や販売などに関心が高く見られました

が、環境マネジメントシステムや新エネルギーの導入などへの関心は低い傾向にあります。 

こうした傾向は、温暖化対策に取り組めない理由として、人員や資金に余裕が無いことを理由に挙

げる傾向と一致します。 

業種別で見ると、現在取り組んでいるものでは、卸・小売業・飲食店において、「事業所周辺や河川

等の清掃」を挙げた事業者が多かったほか、「大気・水質・騒音・悪臭・有害化学物質などの公害対

策」を挙げた事業者は建設業・製造業が多く、業種別の特徴が現れています。 

その他
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応が難しいから
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がないから
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7%その他
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地球環境を守っていくた
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が生じても対策が必要

36%

経済活動に大きな影響
が出ない程度で対策が

必要
37%

温暖化への対策は必要
だが、新たな規制や負
担に対応するのは難し

い
19%

図表３－１１ 地球温暖化対策の必要性 

----------------------------------------------------- 

＊７ グリーン購入：平成１３年４月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）により、

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入するこ

とが推進されています。 
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これから取り組んでいくものでは、業種の別にはあまり関係なく、「省エネルギー型の電気器具への

変換（ＬＥＤ電球の導入など）」や「低公害車の導入」が多く見られます。 

取り組む予定はないものには、「新エネルギー（太陽光発電・風力発電など）の積極的な導入」、「エ

ネルギー使用量の「見える化」（スマートメーター（＊８）など）の推進」や「環境管理制度（ＩＳＯ１４００１な

ど）の導入」が多く見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員数別で見ると、従業員規模の大小にはあまり関連がなく、現在取り組んでいるものは「省エネ

ルギー型の電気器具への変換（ＬＥＤ電球の導入など）」や「環境に配慮した製品の製造・販売」が多く

見られます。それに加えて、「事業所周辺や河川等の清掃」が多くなっています。 

これから取り組んでいくものには、「省エネルギー型の電気器具への変換（ＬＥＤ電球の導入など）」

や「低公害車の導入」が多く見られます。 

取り組む予定の無いものには、「新エネルギー（太陽光発電・風力発電など）の積極的な導入」、「Ｅ

ＳＣＯ事業（＊９）など省エネルギーシステムの活用」、「エネルギー使用量の「見える化」（スマートメータ

ーなど）の推進」や「環境管理制度（ＩＳＯ１４００１など）の導入」が多く挙げられています。 

○ 従業員に対し、環境に対する取り組みを勧めているか聞いたところ、節電、節水、エコドライブやアイ

ドリングストップ（＊１０）の奨励など、省エネ意識の啓発に関する項目が多く見られました。 

○ 自由記入意見では、温暖化対策に関して、「先進・成功事例の情報提供」を求める声が多く見られた

ほか、「環境配慮設備導入への支援」や、「交通の低炭素化」、「打ち水の実施」などに関心が高い傾

向が見られます。また、家庭における省エネが大事であるとの意見も見られました。 

図表３－１３ 企業として取り組む環境配慮行動 

----------------------------------------------------- 

＊８ スマートメーター：通信機能付きの電力量計。電力需要にあわせた最適な供給が可能になるほか、家電製品を遠隔操作

できるものなどがあります。 

＊９ ＥＳＣＯ事業：Energy Service Company の略。省エネルギーの提案、施設の提供、維持・管理など包括的なサービスを行う

事業で、省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減分で賄います。 

＊１０ アイドリングストップ：自動車などで停車時に無用なアイドリングをしないこと。燃料節約と排ガス抑制の効果があり、近年

では自動的にアイドリング時にエンジンを停止させる機能を搭載した自動車がエコカーとして販売されています。 
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第４章 小田原市の温室効果ガス排出量の現状と将来推計 

１ 温室効果ガス排出量の現状 

（１） 温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガスのうち、ＣＯ２の排出量は、次表のとおり製造業や建設業などの産業部門、市民の日常

生活である家庭部門、事務所、商業、教育施設などの業務部門、自動車の運輸部門、廃棄物焼却の廃

棄物部門ごとに各種の統計データ等を活用し、市内のエネルギー消費量等（電気、ガス等の消費量等）

を算出し、エネルギー等の種別ごとにＣＯ２排出係数（＊１１）を掛け合わせてＣＯ２の排出量を算定します。 

図表４－１ 部門別エネルギー消費量等の算定方法の概要 

部 門 
算定の基礎とした

活動量 
活動量の推計方法の概要 

産業 

・製造業 

・その他産業 

 鉱業 

 建設業 

 農林水産業 

電気使用量 
電力販売会社から市内の産業用電気使用量を調査し、その調査結果から推計

します。 

都市ガス使用量 
ガス販売会社から市内都市ガス販売量（産業部門）を調査し、その調査結果か

ら推計します。 

A重油使用量 

灯油使用量 

ＬＰＧ使用量 

市内大手事業所１６社を対象に実施するエネルギー使用量調査結果などをもと

にしつつ、神奈川県のＡ重油、灯油、ＬＰＧの 2000 年度と当該年度との産業部

門（製造業）エネルギー消費量の増減割合の比率を算出し、Ａ重油、灯油、ＬＰ

Ｇのエネルギー消費量に比率を乗じて、本市のＡ重油、灯油、ＬＰＧのエネルギ

ー消費量を推計し算定します。 

また、その他産業（農林水産業、鉱業、建設業）については、総合エネルギー統

計（資源エネルギー庁）に記載された燃料別消費量に全国と神奈川県の業種

別従業員数の比率を乗じて按分・推計したものに、さらに神奈川県と小田原市

の業種別従業員数の比率を乗じてＡ重油、灯油、ＬＰＧの使用量を推計します。 

家庭 
電気使用量 

電力販売会社から市内の家庭用電気使用量を調査して、その調査結果から推

計します。 

都市ガス使用量 
ガス販売会社から市内都市ガス販売量（民生家庭部門）を調査し、その調査結

果から推計します。 

ＬＰＧ使用量 
市統計要覧の市内ＬＰＧ使用量に人口比率を乗じて算出し、その結果から推計

します。 

灯油使用量 
総務省統計局「家計調査」の神奈川県内の政令市１世帯あたりの平均消費量

に市内の総世帯数を乗じて求めた総消費量を算出し、推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

＊１１ ＣＯ２排出係数：エネルギーを消費した時などにどれだけＣＯ２が排出されるかを表す係数。電気を作るために排出される

ＣＯ２の量、ガソリン等の燃料が使われた時に排出されるＣＯ２の量などについて、国が取りまとめて公表しています。 

エネルギーの種別による排出係数は温対法の施行令第４条第１項、別表第１及び別表第５に定められており、主な係数は次

のとおりです。なお、一般廃棄物の燃焼にともなうＣＯ２排出量は、ごみ焼却施設の運営に係るエネルギー使用量について推

計しています。 

エネルギー種別 排出係数 単位 

ガソリン ２．３２ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

灯油 ２．４９ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

軽油 ２．５８ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

Ａ重油 ２．７１ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ３．００ ｋｇ-ＣＯ２／ｋｇ 

都市ガス ２．２３ ｋｇ-ＣＯ２／㎡ 

廃プラスチック類 ２．７７ ｔＣＯ２／ｔ 
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部 門 
算定の基礎とした

活動量 
活動量の推計方法の概要 

業務 

事務所 

小売店舗 

ホテル 

病院 

など 

電気使用量 電気販売会社から市内の業務用電気使用量を調査して、その調査結果から推

計します。 

都市ガス使用量 ガス販売会社から市内都市ガス販売量（民生業務部門）を調査して、その調査

結果から推計します。 

石油系 エネルギー・経済統計要覧に記載された業種別エネルギー消費量に全国と神

奈川県の業種別床面積・在学者数・人口の比率を乗じて按分・推計したもの

に、さらに神奈川県と小田原市の業種別床面積・在学者数・人口の比率を乗じ

て石油系の使用量を推計します。 

運輸 燃料消費量 

（ガソリン、軽油、Ｌ

ＰＧ） 

神奈川県県勢要覧・市統計要覧をもとに神奈川県と小田原市の自動車保有台

数の比率を推計し、その比率に業態別車種別燃料別の燃料消費量を乗じて市

内の燃料消費量を推計します。 

廃棄物 一般廃棄物、廃プ

ラスチック焼却量 

一般廃棄物焼却量のうち、ごみ分析調査の結果から家庭ごみなどや水分、廃

プラスチックの比率を算出し、その比率にそれぞれの重量を乗じ、その結果か

ら推計します。 

 

ＣＯ２以外の温室効果ガスについては、京都議定書により図表４－２のとおり５種類のガスが定められて

います。これらのガスの排出量については、公的な統計が整備されておらず、独自の推計手法も確立さ

れていないことから、現時点では推計を行っていません。今後、統計等の基礎資料の整備とあわせ、推

計手法を検討していきます。 

 

図表４－２ ＣＯ２以外の温室効果ガスとその排出源、特徴 

ガスの名称 排出源と特徴 

メタン（ＣＨ４） 
家畜の消化管内発酵、稲作、廃棄物の埋立などによって排出されます。ＣＯ２と比べると重量

あたりで約２１倍の温室効果があります。 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 
燃料の燃焼、農地への施肥などによって排出されるほか、麻酔ガスとしても使われます。ＣＯ２

と比べると重量あたりで約３１０倍の温室効果があります。 

ハイドロフルオロカーボン 

（ＨＦＣ） 

冷蔵庫、エアコンなどの冷蔵・空調機器の冷媒に使われ、製品の製造、使用、廃棄時等に排

出されるほか、エアゾール製品等に使われます。ＣＯ２と比べると重量あたりで約１４０～１１，７

００倍の温室効果があります。 

パーフルオロカーボン 

（ＰＦＣ） 

半導体の製造、溶剤等に使われ、製品の製造、使用、廃棄時等に排出されます。ＣＯ２と比べ

ると重量あたりで約６，５００～９，２００倍の温室効果があります。 

六フッ化硫黄（ＳＦ６） 
電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造等に使われ、製品の製造、使用、廃棄時等に排出

されます。ＣＯ２と比べると重量あたりで約２３，９００倍の温室効果があります。 

 

（２） 温室効果ガス排出量の現状 

市域におけるＣＯ２排出量は、前計画の基準年である平成１２（２０００）年に比べ、平成１９（２００７）年ま

で上昇傾向にありました。特に、業務部門と家庭部門においては、高い割合で上昇しています。これは、

平成１７（２００５）年以降、人口は減少傾向にあるものの、サービスの多角化にともなう業務部門の床面積

の増加や、世帯数の増加などによるエネルギー消費機器等の導入量の増加などによるものと思われま

す。 
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ところが、平成１９（２００７）年の世界金融危機に端を発する経済活動や社会活動の規模等の縮小の

影響を大きく受け、平成２０（２００８）年の市内の温室効果ガスの排出量は前年に比べて７．９１％減少し

た１，１７６千トン－ＣＯ２となっています。なお、神奈川県内におけるＣＯ２排出量は、平成２０（２００８）年

が７２，７８０千トン－ＣＯ２であり、本市の排出量はそのうちの１．６２％を占めています。また、同年の市民

１人当たりの年間排出量は、５．９トン－ＣＯ２となっており、全国の１０．０トン－ＣＯ２、神奈川県の８．１トン

－ＣＯ２と比べると低い数値となっています。 

なお、本市では平成１９（２００７）年に、温対法に基づいた「小田原市地球温暖化対策地域推進計画」

を策定し、基準年を平成１２（２０００）年に設定して削減に向けた実践的な取り組みを進めてきたことから、

本章におけるＣＯ２排出量の現状分析については平成１２（２０００）年を基準とした記述を行っています。 

 

（３） 部門別ＣＯ２排出量とその特徴 

① 産業部門 

産業部門における温室効果ガスは、農林水産業などの第１次産業、製造業や建設業などの第２次

産業の活動にともなって排出されます。 

平成２０（２００８）年のＣＯ２排出量では総量の３５．５７％（１，１７５．６千トン中、４１８．２千トン）を占め

る最大の排出部門で、そのうち約９７％が製造業からの排出です。 

産業部門でのＣＯ２排出量は、前年度と比較して１５％減になっています。特に、電気由来によるＣＯ

２排出量は前年度比で２４％減、基準年比で２３％減となっています。これは、景気の悪化による工場

等の稼動率の低下などが原因と考えられます。 
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図表４－３ 市域における部門別二酸化炭素排出量の推移  ＊基準年及び目標年は前計画（地域推進計画）による。 

＊端数処理のため各数値と合計値は合わない場合がある。 
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② 業務部門 

業務部門における温室効果ガスは、卸・小売業、サービス業などの第３次産業や、学校、病院、公

的機関の活動にともなって排出されます。 

平成２０（２００８）年のＣＯ２排出量では、総量の１７．７４％（１，１７５．６千トン中、２０８．６千トン）を占

めています。 

ライフスタイルの多様化や世帯数の増加などを背景に、サービス業など第３次産業が増加しており、

電気などのエネルギー消費量が増加傾向にありましたが、平成２０年度は前年度比で９．７９％減となり

ました。排出量は、対基準年度比で、平成１８年度が２２．５％増と大幅な増加を示しましたが、平成２０

年度は４．６％増となっており、景気の悪化による経済活動の低下の影響が現れているものと考えられ

ます。 

 

③ 家庭部門 

家庭部門における温室効果ガスは、家庭生活における冷暖房や給湯、照明など、電気やガス、石

油製品等の使用にともなって排出されます。 

平成２０（２００８）年のＣＯ２排出量では、総量の２２．５２％（１，１７５．６千トン中、２６４．７千トン）を占

めています。 

電気をはじめ、都市ガス、ＬＰＧ、灯油全てのエネルギーが、前年に比べてほぼ横ばいか若干の増

加を示しており、前年の原油価格の高騰を受け使用を控えた影響がでているものと考えられます。同

年のＣＯ２排出量は基準年度比で３．９％の増加となっています。 

 

④ 運輸部門 

運輸部門における温室効果ガスは、経済活動や家庭生活などでの自動車等の運行にともなって排

出されます。 

平成２０（２００８）年のＣＯ２排出量では、総量の２３．１１％（１，１７５．６千トン中、２７１．７千トン）を占

めています。 

近年の車両保有台数の減少傾向や車両の全般的な燃費改善のほか、景気後退やガソリン価格高

騰等による燃料消費量減少の傾向などにより、排出量は減少傾向を示しています。排出量は対基準

年度比で年々減少しており、同年では１６．９％減となっています。 

 

⑤ 廃棄物部門 

廃棄物部門における温室効果ガスは、廃棄物の焼却や下水処理などにともなって排出されます。 

平成２０（２００８）年のＣＯ２排出量では、総量の１．０５％（１，１７５．６千トン中、１２．４千トン）を占めて

います。 
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基準年以降減少傾向にあり、対基準年比で平成２０年度は２７．３６％減と、ごみの減量化及び分別

の効果が出ているものと考えられますが、景気の悪化による影響もあるものと考えられます。 

----------------------------------------------------- 

＊１２ 市役所の事務・事業によって排出される温室効果ガスの算定結果については、第８章で詳述します。 
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２ 温室効果ガス排出量の将来推計 

（１） 将来推計のための指標 

温室効果ガス排出量の将来推計を行う上で必要な各種指標について、目標年度（２０２０年：平成３２年）

の活動量を推測しました。 

 

① 人口 

平成１２（２０００）年にピークを迎えた本市の人口は、その後減少に転じており、今後も微減傾向を示

すものと考えられます。 

人口問題研究所の推計によると、平成３２（２０２０）年の人口は１８５，６５３人と考えられます。 

 

② 世帯数 

増加傾向は当分の間続きますが、人口の減少傾向にともなってやがて鈍化するものと考えられます。

過去３０年の増加率などを考慮すると、全体的には現状よりも１０％程度の増加が見込まれます。 

 

③ 産業 

製造品出荷額については、最近１０年間でおおむね横ばい傾向を示しています。工業団地等への

企業誘致により新規立地する反面、経営合理化などの影響で工場閉鎖・縮小等もあります。そのため、

将来も横ばい傾向を示すものと考えられます。 

 

④ 業務床面積 

サービスの多様化などにともなう増加と、経営合理化等による減少とがバランスをとって横ばい傾向

を示すものと考えられます。 

 

⑤ 車両保有台数 

人口の減少傾向や若年層や高齢者などの自動車離れにともない、全体的（貨物用、乗用、軽、二

輪など）には微減傾向を示すものと考えられます。なお、軽自動車の保有台数については、貨物用、

乗用ともに買い替えが進むこと等から増加傾向を示しており、メーカーの技術開発とあいまってエネル

ギー効率は高まるものと考えられます。 

 

⑥ 廃棄物 

分別の徹底やごみを出さない工夫などによる近年の減少傾向から、当分の間ごみの焼却量は減少

すると見込まれますが、その後は景気回復傾向により増加に転じるものと考えられ、将来的にはおお

むね横ばい傾向になると考えられます。 
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（２） 排出量の将来推計値 

前述した指標とその活動量の推測にもとづき、温室効果ガスの排出部門別に、追加的な対策を実施しな

い場合（なりゆき）の排出量を推計すると次のとおりです。 

 

図表４－４ 将来推計指標値の一覧と排出量推計値 

部門 指標 指標の推移予測 予測活動量 
排出量推計値 

（トン） 
算定の原単位 

産 業 部 門 製造品出荷額 ほぼ横ばい ８２８，０００ 百万円 ４１５，０００ 
製造品出荷額あたり

のエネルギー消費量 

業 務 部 門 業 務 床 面 積 ほぼ横ばい １，３２７，０００ ㎡ ２１０，０００ 

業務用建物の延べ

床面積あたりのＣＯ２

排出量 

家 庭 部 門 

人 口 

ピーク時である平成２

（２０００）年比で７.２５％

減少 

１８５，６５３ 人 

３００，０００ 
人口及び世帯あたり

のＣＯ２排出量 

世 帯 数 
平成２２（２０１０）年比で

１０％増加 
８５，８００ 世帯 

運 輸 部 門 車両保有台数 
台数はほぼ横ばい、燃

費は約１５％向上 
１００，０００ 台 ２４６，０００ 

登録自動車台数に

対するＣＯ２排出量 

廃棄物部門 廃 棄 物 

総量はほぼ横ばい、プ

ラスチック類の可燃ごみ

への混入率５％改善 

５５，０００ トン ９，０００ 
廃棄物重量あたりの

ＣＯ２排出量 

   合計  １，１８０，０００  

 

（３） 電気使用量に対するＣＯ２排出係数について 

温対法にもとづく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、電気の使用に伴うＣＯ２排出量の

算定に必要な係数については、省令に定める初期値（０．０００５５５ｔ-CO2/kWh）の他、国が公表する電

気事業者ごとの係数を用いることができるとされています。そのため、市内のエネルギー使用にともなうＣ

Ｏ２排出量の算定にあたっては、本市の電気使用量のほとんどを供給する東京電力（株）が、国に報告し

公表される係数を用いることとしています。また、本計画では、電気にかかるＣＯ２排出量について、発電

の際に発生するＣＯ２を、産業や家庭などにおいて使う際に排出されたものと見なして、按分して計算し

ています（間接排出量）。 

しかしながら、電気事業者の公表する排出係数は、発電に用いる施設の種類、すなわち火力発電、水

力発電、地熱発電、原子力発電などの利用割合の変化により毎年変化します。例えば、地震によって原

子力発電所が運転を停止すると、不足分の電力を発電するために火力発電所の稼動が増え、結果とし

てＣＯ２排出量が増えるなどの影響があります。また、電気事業者は火力発電所における高効率化にも

努めており、同じ量の燃料を発電に使った場合の発電量が増えています。 

このように、ＣＯ２排出係数が変化すれば、それによって計算されるＣＯ２排出量も変化することになり、

使用するエネルギーのうち電力の割合が大きい家庭部門、業務部門、産業部門のＣＯ２排出量は、電力
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のＣＯ２排出係数の変動の影響を受けやすく、施策自体の成果が見えにくくなる場合があります。 

そこで本計画においては、策定時の調整後排出係数（＊１３）である、０．０００３３２t-CO2/kWh（平成２０

年値）を用いることとします。 

なお、進捗管理においては、計画時の排出係数と毎年公表される排出係数とを併記して市域の排出

総量を表記するものとします。 

また、国が電気事業者に一定割合の再生可能エネルギー導入を義務付けている新エネルギー利用

特別措置法（＊１４）などにもとづく発電に係る低炭素化の取り組みや、既存発電設備の高効率化の推進な

どにより、電力にかかるＣＯ２排出係数が改善された場合には、その成果を進捗管理に反映するものとし

ます。 

 

（４） 地球温暖化防止に貢献するエネルギーについて 

第１章で述べたように、地球温暖化の主な原因は、人々が経済活動や社会生活を営む中で、大量に

石油や石炭などの化石燃料をエネルギーとして使用してきたことにあります。化石燃料は成分に炭素を

含んでおり、それが燃やされることによって空気中の酸素と結びつき、ＣＯ２となります。地球温暖化対策

を推進するためには、化石燃料にできる限り頼らず、できるだけＣＯ２の排出量が従来のエネルギーより

も少ない、「クリーン」なエネルギーの利活用を推進することが大切です。そのため、国では石油代替エネ

ルギー法（＊１５）や、新エネルギー法（＊１６）、エネルギー供給構造高度化法（＊１７）を定め、できるだけＣＯ２排

出量の少ないエネルギーの普及に努めてきました。 

石油に代わるエネルギーとしては、原子力や天然ガスなどのほか、再生可能エネルギーである、太陽

光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、大気や地中の熱などのエネルギーがあります。 

したがって、本計画では、図表４－５に掲げるように、地球温暖化対策に貢献するエネルギーである再

生可能エネルギーのうち、技術的には実用化段階にあり一定規模の投資で導入可能なエネルギーに加

えて、石油代替エネルギーの高度利用技術である天然ガスコージェネレーションや燃料電池などを「クリ

ーンエネルギー」と総称し、その利活用を積極的に推進します（再生可能エネルギーには、新エネルギ

ーが含まれます。）。 

 

----------------------------------------------------- 

＊１３ 調整後排出係数：電気事業者が電力を生産するために要したエネルギーをＣＯ２に換算した数値（実排出係数）から、炭

素クレジットの取得及び国の管理口座への移転などにより削減された量を除いた値を指します。 

＊１４ 新エネルギー利用特別措置法：正式名は電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法。平成１４年制

定。ＲＰＳ法とも呼ばれる。東京電力などの電気事業者に対し、一定割合のクリーンエネルギー（太陽光発電、風力発電、水

力発電、バイオマス（動植物に由来する有機物）発電など）の導入を義務付けています。 

＊１５ 石油代替エネルギー法：正式名は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律。オイルショックをきっかけ

に昭和５５年に制定され、エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点から、天然ガス、原子力、自然エネルギーなどの石油

代替エネルギーの開発及び導入を促進することを目的にしています。 

＊１６ 新エネルギー法：正式名は新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法。太陽光、風力、バイオマスなどの新エネ

ルギー利用等の促進を加速させるため平成９年に制定されました。 

＊１７ エネルギー供給構造高度化法：正式名はエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギ

ー原料の有効な利用の促進に関する法律。太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の

利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するため、平成２１年に制定されました。 
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図表４－５ エネルギー分類参考表  
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第５章 温室効果ガスの削減目標 

１ 対策の対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスとしては、京都議定書によりＣＯ２

に加えほかメタンやフロンなど６種類のガスが指定

されています。このうちＣＯ２は温室効果ガス全体

の９５％を占めており、温暖化の原因物質として最

も多く排出されていることから、温室効果ガスのうち

でも温室効果への寄与度が大きくなります。 

また、ＣＯ２は電気などのエネルギーを生産する

ための石油や石炭などの化石燃料の燃焼などの

ほか、工業生産プロセスや廃棄物の焼却などによ

って排出されるなど、市域における経済活動や日

常生活と密接な関係があります。 

こうしたことから、本市における温暖化対策は主

にＣＯ２を対象として施策を展開するものとします。 

なお、対策をとるＣＯ２の内訳としては、第４章における推計と同様に、①エネルギー起源ＣＯ２、②廃棄

物起源ＣＯ２の２種類とします。 

 

２ 推計の対象とする温室効果ガス 

現行の京都議定書において削減の対象となっている温室効果ガスはＣＯ２、メタンなどの６種類のガスで

あり、「京都議定書」約束期間以後の国際的な枠組みについても、これら６種類のガスを対象とした議論が

国際的に進んでいることから、本計画でも同じ６種類のガスを推計の対象とします。しかしながら、ＣＯ２以外

のガスの排出量については、公的な統計が整備されておらず、独自の推計手法も確立されていないことか

ら、現時点では推計の対象としていません。今後、統計等の基礎資料の整備とあわせ、推計手法を検討し

ていきます。 

 

３ 目標年 

国においては、平成２２（２０１０）年に、コペンハーゲン合意に基づいて国が国連気候変動枠組条約事務

局に提出した文書において、今後の地球温暖化対策の中期目標年を平成３２（２０２０）年とすることを示し

ています。 

本市においては、国が示す中期目標との整合性や対策・施策の推進等の計画をふまえるとともに、第２

次小田原市環境基本計画の目標年（平成３４（２０２２）年）などを考慮し、本計画の目標年を平成３２    

（２０２０）年とします。 

二酸化炭素

95%

メタン

2%

一酸化二窒素

2%

ハイドロフルオロカーボ

ン類

1%

パーフルオロカーボン類

0%

六フッ化硫黄

0%

図表５－１ 全国の温室効果ガスの種類別構成比 

  

総排出量 

１２億８，２００万トン 

参考：環境省発表平成２０（２００８）年度温室効果ガス排出量 

（確定値） 
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なお、第２次小田原市環境基本計画の目標年及び本計画の計画期間が平成３４（２０２２）年であることか

ら、本計画が目標年を迎えた後の、平成３３（２０２１）年から平成３４（２０２２）年の２年間については、長期目

標・次期計画策定のための総合的な成果検証期間とし、本計画の計画期間との整合を図ります。 

 

４ 基準年 

基準年については、国の対策・施策との整合性を図るため、平成２（１９９０）年とします。 

 

５ 削減目標 

削減目標については、温対法の趣旨に則り、国の中期目標の達成に向けて地域から実現できる「野心

的かつ実行可能な削減量の積み上げ」を行います。国の中期目標については、平成２１（２００９）年９月に

国連気候変動首脳会合において、平成３２（２０２０）年の温室効果ガスの総排出量を、平成２（１９９０）年比

で２５％削減することが表明されています。 

そこで、本市の目標値においても、国と同様に「平成３２年におけるＣＯ２総排出量を、平成２年比で２５％

削減することを目指す」こととします。 

なお、国の中期目標については、今後、国際的な交渉を経て正式に決定することになります。また、政府

から削減目標と合わせて、海外からの排出枠の購入や森林吸収分の取扱い、温室効果ガス削減の内訳、

産業部門、業務部門及び家庭部門等の部門別の削減の内訳、目標を達成するための対策の効果などが

示された後に、それらの内容を本市の状況に当てはめて、必要に応じて目標値を調整します。 

本市における温室効果ガスは、次ページの図表５－３に示したように目標年において微増することが予

測されることから、基準年と比較して２５％削減という目標を達成するためには、よりいっそうの削減努力が

必要であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図表５－２ 目標達成に向けた温室効果ガス削減イメージ 

本計画期間 

平成２年 

（１９９０年） 

基準年 

追加対策をしない場合の排出量予測 

市目標値：△２５％（１９９０年比）→ 

長期：国目標値△８０％（１９９０年比）→ 

目標値 

平成３２年 

（２０２０年） 

８６９千トン 

排出量 

平成６２年 

（２０５０年） 

平成２０年 

（２００８年） 

１，１７６千トン 

削
減
努
力 

平成２３年 

（２０１１年） 

平成３４年 

（２０２２年） 
～ 

基準値 

平成２年 

（１９９０年） 

１，１５９千トン 

目標年 

平成３２年 

（２０２０年） 
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６ 排出部門ごとの削減目標 

先述した温室効果ガス排出量の将来予測をふまえつつ、温対法関連法令や、審議中の温暖化対策基

本法案など国の施策の方向性、及び省エネ法（＊１８）など、国が推進するエネルギー使用の合理化に関する

促進策などの状況をふまえ、排出部門ごとの削減目標を下表のとおり定めます。 
 

図表５－３ 部門別の排出目標値 （単位：千トン-ＣＯ2） 

部 門 別 

平成２年 

（１９９０年） 

基準年 

平成２０年 

（２００８年） 

現状年 

平成３２年 

（２０２０年） 

なりゆき 

平成３２年 

（２０２０年） 

目標年 

削減率 
基準年比 

削減量 
基準年比 

排出目標量 
排出量 排出量 排出量 現状年比 現状年比 

産 業 部 門 ４９３．２ ４１８．２ ４１５．０ 
△ ３０％ １４８．０ 

３４５．２ 
△ １７％ ７３．０ 

業 務 部 門 １５９．２ ２０８．６ ２１０．０ 
△ ２３％ ３６．８ 

１２２．４ 
△ ４１％ ８６．２ 

家 庭 部 門 ２３２．４ ２６４．７ ３００．０ 
△ ２０％ ４６．５ 

１８５．９ 
△ ３０％ ７８．８ 

運 輸 部 門 ２５９．４ ２７１．７ ２４６．０ 
△ ２０％ ５１．９ 

２０７．５ 
△ ２４％ ６４．２ 

廃 棄 物 部 門 １４．８ １２．４ ９．０ 
△ ４５％ ６．６ 

８．２ 
△ ３４％ ４．２ 

行 政 部 門 ―― （３６．０） ―― 
―― ―― 

（２８．９） 
△ ２０％ （７．１） 

（ 森林吸収 ） ―― ―― ―― ―― ――  （△２４．０） 

合   計 １，１５９．０ １，１７５．６ １，１８０．０ 
△ ２５％ ２８９．８ 

８６９．２ 
△ ２６％ ３０６．４ 

＊ 端数処理のため、個別数値と合計値が違う場合があります。 

＊ 行政部門の排出量は、業務部門と廃棄物部門に含まれるため、その数値は再掲値です。 

 

図表５－４ 温室効果ガス排出量の目標設定総括表】 

主 な 対 策 対 象 ガ ス ① エネルギー起源ＣＯ２ ② 廃棄物起源ＣＯ２ 

推 計 対 象 ガ ス 

① 二酸化炭素（ＣＯ２） ④ ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 

② メタン（ＣＨ４） ⑤ パーフルオロカーボン（ＰＦＣ） 

③ 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） ⑥ 六フッ化硫黄（ＳＦ６） 

計 画 期 間 平成２３（２０１１）年～平成３４（２０２２）年 

基 準 年 平成２（１９９０）年 

目 標 年 平成３２（２０２０）年 

目 標 値 目標年において基準年比でＣＯ２総排出量を２５％削減 

排 出 係 数 ０．０００３３２ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ（平成２０年度東電調整後排出係数） 

 

----------------------------------------------------- 

＊１８ 省エネ法：正式名はエネルギーの使用の合理化に関する法律。オイルショック後の昭和５４年に制定され、国内で使用さ

れるエネルギー資源の有効利用のための施策を体系付けています。 
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第６章 目標の実現に向けて実施すべき事項 （市域施策編） 

１ 施策の方針と方向性 

（１） 地球温暖化問題の特性 

第１章で述べたように、地球温暖化の主な要因であるＣＯ２の排出量の増大は、今日の豊かで便利な

生活を追求した結果であり、ライフスタイルや社会の仕組みそのものに起因しています。さらに、排出され

た温室効果ガスは、長期間にわたって地球環境に影響を与えることとなります。また、地球温暖化は、今

日の世代より将来の世代に大きな影響を与えることに留意する必要があります。 

温室効果ガスは、家庭生活や経済活動、交通などの社会経済活動のあらゆる場面で排出され、市民、

事業者、団体、行政などすべての主体が関係するものです。 

また、化石燃料の使用により快適で利便性の高い生活を享受しているのは先進国など経済的に豊か

な人々である一方、地球温暖化により懸念される自然災害などによって受ける被害の程度は、発展途上

国や社会的に弱い立場にある人々のほうが大きくなると考えられます。 

したがって、この問題の解決に向けては、社会のすべての主体が地球温暖化対策に取り組むことの重

要性を認識し、ライフスタイルやビジネススタイルの見直しを通じて、取り組んでいく必要があります。 

 

（２） まちづくりの方向性 

第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」及び第１次実施計画 

第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」では、その《基本構想》の中で、将来都市像である

「市民の力で未来を拓く希望のまち」の実現にあたり、環境関連のまちづくりの方向性として「豊かな生

活基盤のある小田原」を挙げています。さらに《基本計画》の中では将来都市像を実現するため、基本

計画に掲げる施策のうち、貢献度や波及効果が大きく期待できる施策群を未来への投資（先導的施

策）として位置付けることで、基本計画全体を先導し、各施策を有機的に連携させながら事業を進める

こととしています。 

そして、環境関連のまちづくりの方向性として、「豊かな生活基盤のある小田原」を挙げ、環境共生

型の地域づくりや、豊かな自然環境を生かしたクリーンエネルギーの導入、資源の地域内循環の構築、

自然環境の保全と再生のほか、安全で円滑な地域交通の充実などを施策の柱に掲げています。 

第２次小田原市環境基本計画 

第２次小田原市環境基本計画（計画期間：平成２３（２０１１）年～平成３４（２０２２）年）では、本市が

目指す望ましい環境像として、「良好な環境を守り育て 豊かな水と緑あふれる 持続可能な環境共生

都市 小田原」を定めています。 

また、基本目標の１として、「低炭素社会を構築し、地球温暖化問題に地域から取り組むまちを目指

します」と置いており、その中で、「市民や事業者等すべての主体が、日常生活や事業活動のあり方を

見直し、化石燃料の消費削減とともに、エネルギーの効率的な利用や循環利用、環境負荷の少ないク
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リーンエネルギーの導入を進めます。また、地域全体として、交通体系や、まちの構造、建造物、設備

等を、環境に配慮したものへと転換し、二酸化炭素の排出量を大幅に削減した低炭素社会の実現を

目指します。さらに、二酸化炭素を吸収する森林・緑地等の整備と保全を進めるとともに、地球温暖化

の影響と思われる気温の上昇、生態系の変化、異常気象に対する適応策に関する取り組みも進めま

す。」としています。 

そのために必要な計画の柱として「地球温暖化対策の推進」を置き、これを実現するための基本施

策として、①省エネルギー行動の促進、②クリーンエネルギーの活用促進、③交通における地球温暖

化対策の３つを挙げています。 

（３） 対策の基本的な考え方 

既に述べてきたように、地球温暖化問題には全ての個人・団体が、主体的かつ能動的に行動すること

が必要です。そこで、次のような方針を定めます。 

① 地域のすべての主体による取り組みを推進 

地球温暖化問題は生活や経済活動などのあらゆる分野に及ぶ課題であるため、事業者や市民、市

民団体などの各主体に対してさまざまな手段を用いて情報提供を行い、問題解決への意識を高めま

す。その上で、それぞれの立場・責任に応じた主体的な取り組みを促し、具体的な行動へと転化しま

す。 

また、市民の生活の質を高め維持することや、健全な地域経済の発展と持続を目指すことなどと、効

果的な地球温暖化対策との両立を目指します。 

対策を検討する際には、普及啓発をはじめ、経済的な手法や規制的な手法など、さまざまな政策手

法を状況等に応じて選択し、また、それらを組み合わせることにより、対策の効果を高めることを目指し

ます。 

② それぞれの連携・協働を促進して地域ぐるみの取り組みを推進 

事業者や市民、団体などそれぞれの主体ごとの取り組みを進めるとともに、各主体が相互に連携し、

協働して温暖化対策を進める仕組みづくりに取り組みます。 

神奈川県西部広域行政協議会や酒匂川水系保全協議会の連携による広域的対策など、市域を超

えた広域での取り組みを検討します。 

③ 国や県の施策との協調 

地球温暖化対策が、地球規模の課題に対する国を挙げての対策であることから、地域からできる具

体的な対策の積み上げを目指すこととします。そのため、国・県の施策との協調を図りながら効果的な

対策をとるように検討をすすめます。 

なお、中期的な削減目標の達成に向けては、社会活動のあらゆる分野での対策を、これまで以上に

強化し、しかもなるべく早期に実行していかなければなりません。 

しかし一方では、現時点では具体的な手法が未確定な対策や、技術革新や相対的な価格の低減
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による競争性のある市場の形成などに待つべき手法もあることから、それらの対策・手法については、

計画期間中の進展をにらみながら、改めて施策への反映を検討します。 

② 検討の主な視点 

国の目標達成に向けて地域から貢献するという基本的な考え方に立って、本市の地域特性、温室効

果ガスの現在の排出状況及び将来推計、今後の削減可能性などを踏まえつつ、国・県・市・市民・事業

者等のすべての主体の取り組みと連携により達成を目指すものとして、削減目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６－１ 本計画における取り組み主体と相関性 

 

市 民 

○日常生活における温室効果ガスの

排出抑制に努める 

事業者 

○事業活動における温室効果ガスの

排出抑制に努める 

○環境負荷の低い商品やサービス

の提供に努める。 

市役所 

○活動支援や情報提供などの取り組

みやすい環境づくりの推進 

○事業者としての率先行動 

○計画の進行管理 

３つの主体のほか、ＮＰＯ
や市民団体など、環境に
関わるさまざまな主体が活
動しています。 
それぞれの主体が役割を
果たしながら相互に連携・
協働して地球温暖化対策
を進めていきます。 

図表６－２ 目標達成に向けた対策効果のイメージ 

１９９０年 

（平成２年） 

基準年 

２０２０年 

（平成３２年） 

目標年 

２００８年 

（平成２０年） 

現状年 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 

追加対策をしない場合の排出量予測 

削減目標 

１９９０年比△２５％ 

国の施策・対策によ

る削減分 

 

電力のＣＯ２排出係

数改善分 

 

市及び市民、事業者

が国・県等と連携し

主体的に取り組むこ

とによる削減分 
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２ 目標の実現に向けて実施する施策 

（１） 施策の体系 

既に述べてきたように、温室効果ガスの排出の傾向は主体ごとに異なることから、それぞれの部門ご

とに適切な対策を講じる必要があります。そこで、施策の体系を排出部門別に次のとおり整理します。 

 

排
出
部
門
別
の
対
策 

産業部門 製造業などの産業活動における省エネルギー等を目指した施策 

業務部門 
オフィスビルなどの建築物やサービス業における省エネルギー等を目指し

た施策 

家庭部門 
ライフスタイルの転換やエネルギー消費の少ない機器の普及等を目指し

た施策 

運輸部門 公共交通機関の利用促進や電気自動車の普及等を目指した施策 

廃棄物部門 廃棄物等の発生抑制やリサイクルの促進等を目指した施策 

行政部門 行政の事務事業に伴って発生するＣＯ２の排出削減を目指した施策 

 

また、排出主体の別によらず、全ての主体が実施すべき対策もあることから、部門横断的な施策とし

て以下のように整理します。 

 

部
門
横
断
的
な
施
策 

クリーンエネルギー等の普及

拡大 

太陽光・風力発電や大気熱・地中熱などのクリーンエネル

ギーを用いた機器等の普及を目指した施策 

低炭素型まちづくりの推進 低炭素型の都市づくりの推進等を目指した施策 

消費行動の低炭素化の推進 
ＣＯ２の排出量が少ない製品やサービスの普及拡大を目指

した施策 

森林・緑地等の整備・保全の

推進 

ＣＯ２の吸収源としての森林の整備・保全やまちなかの緑地

の整備等を目指した施策 

地球温暖化対策を含む環境

教育の推進 

学校教育や社会教育を通じて地球温暖化問題についての

理解を深め、行動への転化を促すことを目指した施策 

広域連携への取り組み 
県や近隣の自治体との協力などを通じて温暖化対策の推

進を目指した施策 

適応策への取り組み 
気温の上昇、動植物の生態系の変化、異常気象の増加な

どの、今後予測されうる変化に適応するための施策 
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（２） 排出部門ごとの課題に応じた対策 

① 産業部門 

ア 産業部門の現状と課題 

○ 産業部門は、市内のＣＯ２排出量の約４割を占める最大の排出部門であり、市内ＣＯ２総排出量の

削減を進める上で産業部門における対策を進める必要があります。 

○ 産業部門には、製造業、建築業、農林水産業などが分類されますが、そのうち中小企業・個人事

業者では、地球温暖化対策に係る情報や人材、資金の不足などから、一般的に対策が遅れていま

す。 

○ 一方で、平成２２年４月に改正施行された省エネ法では、一定以上の事業規模を有する事業者に

対して中長期的な計画や定期的な報告が義務付けられました。また、温対法や、神奈川県の「地球

温暖化対策推進条例」（以下、県温対条例という）などにより、社会全体で低炭素社会を実現するた

めに事業者が努めるべき事項を定めています。本市では、こうした施策と協調しながら対策を検討

する必要があります。 

イ 産業部門の対策 

□ 大規模事業者の温暖化対策 

○ 大規模事業者については、省エネ法にもと

づく削減対策を通じて、事業者の特性・状況

に応じた自主的かつ計画的な取り組みの促

進を図るとともに、県温対条例にもとづく事業

活動温暖化対策計画書制度と協調して、地

域における温室効果ガスの削減等への貢献

を促します。 

○ 地球環境保全協定制度の拡充を図ることに

より、社会的なインセンティブ（＊１９）となる仕組

みを整備するとともに、市内の中小事業者へ

の省エネ技術移転など地域における温室効

果ガスの削減等への貢献を促します。 

○ クリーンエネルギー（＊２０）への先駆的な取り組みや、環境に配慮したＣＳＲ（＊２１）をうたう企業など

----------------------------------------------------- 

＊１９ インセンティブ：意思決定や行動を変化させるような誘因をいいます。 

＊２０ クリーンエネルギー：石油などの枯渇性資源に対し、水力、地熱、太陽光、太陽熱、風力、海洋エネルギー、大気・地中

熱など枯渇しないエネルギー源や、既存エネルギーの高度な利用技術を指します。 

＊２１ ＣＳＲ：正式名は Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任と訳され、企業が利益を追求するだけでなく、組織

活動が社会へ与える影響に責任をもち、利害関係者に対して説明責任を果たすことで社会的容認を得ることを指します。 

三菱化学(株)小田原事業所 

富士フィルム(株)神奈川工場小田原サイト 

日本新薬(株)小田原総合製剤工場 

日本インジェクタ(株) 

第一三共プロファーマ(株)小田原工場 

ケイミュー(株)小田原工場 

クボタシーアイ(株)小田原工場 

(株)カネボウ化粧品小田原工場 

協定者名（平成２３年１月現在） 

市では事業者と協力して効果的な地球温暖化防止活

動を実施するために「地球環境保全協定」の締結を進

めています。 

図表６－３ 小田原市地球環境保全協定締結企業 
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の拡大・集積を図ります。 

○ 市内に集積する産業同士の技術・情報交流を図り、企業同士が共同で取り組むことのできる温

暖化対策を推進します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット（＊２２）、カーボンクレジット（＊２３）などのＣＯ２排出量取引制度の施

策の情報提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討します。 

□ 中小規模事業者の温暖化対策 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等によ

る底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 県温対条例にもとづく事業活動温暖化対策計画書の任意提出制度への積極的な参加を、県と

連携して促します。 

○ 省エネルギー対策の事例や、国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環

境マネジメントシステム（＊２４）（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、ホームペ

ージへのポータル化（＊２５）などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。 

また、さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模事

業者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 

○ 省エネ改修、省エネ建築物の建設、建築物の総合環境性能評価システムの導入、大気熱や地

中熱を利用した高効率機器の導入、エネルギー管理システムの導入などに対する、国・県の金融

支援策などについて情報提供を充実します。 

○ 太陽光発電や風力発電、大気熱・地中熱などを活用した高効率機器などクリーンエネルギーの

導入に対する経済的インセンティブの付与や、化石燃料の使用を大幅に抑えた、あるいはまった

く使わない自動車の導入を促進するための経済的インセンティブの付与について、国・県の施策

との連携を検討します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策の情報

提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討するなど、中小規模事業者の

ＣＯ２排出量削減努力が経済的なインセンティブにつながるような仕組みづくりを検討します。 

□ 商品やサービスの提供における配慮 

○ 商品やサービスの提供方法の見直しへの取り組みを進めるとともに、地球温暖化の防止に配慮

した事業活動が経済的・社会的なインセンティブとなるよう、市民等への普及・周知の仕組みづく

----------------------------------------------------- 

＊２２ カーボンオフセット：日常生活や経済活動において排出された温室効果ガスを、できるだけ削減努力を行ったうえで排出

されるものについて、その量に見合ったガスの削減活動（森林保全やクリーンエネルギー事業など）を実施したり投資したりす

ること等により、直接的、間接的に吸収しようとする考え方や活動をいいます。 

＊２３ カーボンクレジット：先進国間や企業間で取引可能な温室効果ガスの排出削減量証明のこと。先進国は京都議定書に基

づいて、ＣＯ２の排出量上限を決めているが、自国の排出削減努力だけで削減しきれない分について、排出枠に満たない国

の排出量を取引することができます。この排出量を企業間や国際間で流通させるときにクレジットとして取り扱われます。 

＊２４ 環境マネジメントシステム：環境マネジメントシステムには、よく知られた国際標準化機構によるＩＳＯ１４０００シリーズのほ

かに、環境省の推進する「エコアクション２１」、民間の推進する「エコステージ」、「ＫＥＳ」などがあり、中小企業にとって取り組

みやすいレベルの環境マネジメントシステムを提供しています。 

＊２５ ポータル化：「地球温暖化対策」などのキーワードで括られるさまざまな情報の一元化を図る“入り口”としてのホームペー

ジを想定しています。 
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りを進めます。 

□ 建築物における配慮 

○ 省エネ法に基づき３００㎡以上の床面積を有する建築物の新築等にあたって省エネ措置の届

出と定期報告が義務付けられたほか、県温対条例に基づいて延べ床面積５，０００㎡超の建築物

の新築・増築・改築に対して建築物温暖化対策計画書の提出が義務付けられたことなどを通じて、

省エネへの措置について取り組みが進められることから、こうした取り組みの周知など社会的なイ

ンセンティブとなるように努めます。 

□ 農林水産業の温暖化対策 

○ 農産物などの地産地消や旬産旬消などに対する情報提供に努めるとともに、安定生産につな

がる施策を進めることにより農林業等の再生を図ります。 

○ 生ごみ堆肥化事業によって作られた堆肥の活用など、食品廃棄物等のバイオマス資源（＊２６）の

利活用を進めます。 

○ 菜の花プロジェクト（＊２７）など資源循環サイ

クルへの取り組みを推進します。 

○ 県の進める「水源の森林づくり（＊２８）」事業

と連携した水源林の再生・保全活動への取

り組みを推進します。 

○ 神奈川県里地里山の保全、再生及び活

用の促進に関する条例にもとづく里地里山

保全等地域（＊２９）の指定制度の活用など、

県との連携・協調を進めます。 

○ 温暖化に適応した農産物の品種改良や

水産業の魚網の工夫など、国や県の施策と

の連携を図ります。 

 

② 業務部門 

ア 業務部門の現状と課題 

○ 人口や世帯数の増加を背景に、サービス産業化の進展などからオフィスビルや店舗等の業務床

----------------------------------------------------- 

＊２６ バイオマス資源：石油などの枯渇性資源によらない植物など生物由来資源を指し、生ごみや間伐材などが含まれます。 

＊２７ 菜の花プロジェクト：休耕田や荒地・空地などを用いて菜の花を栽培し、搾油して得た菜種油を調理に使い、廃油を回収

して精製し、ディーゼル車の燃料にするなど、資源循環のモデルとして注目されています。 

＊２８ 水源の森林づくり：木材生産機能や水源かん養等、森林のもつさまざまな公益的機能を保持・向上させるために、神奈川

県が、森林所有者等、県民、企業、団体と協働して、水源地域の私有林の公的管理・支援を推進する制度です。 

＊２９ 里地里山保全等地域：農地や山林と集落が一体となった地域である里地里山の多面的な機能を保全するため、農林業

の生産活動などを支援する制度です。 

市内中村原埋立処分場において、地域の人々と協働し

て菜の花を栽培し、菜種から油を採り、ご家庭で使って

もらい、使用済みの油を回収してＢＤＦを精製し、ごみ収

集車の燃料として活用する、資源循環サイクルの確立

のためのモデル事業を行っています。 

図表６－４ 菜の花による地域内資源循環モデル事業 
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面積が増加し、エネルギー消費機器等の導入量が増えたことを主な原因としてＣＯ２排出量が増加

してきましたが、今後の人口の減少傾向にともない、微減傾向を示すものと考えられます。 

○ 業務部門に分類される、事務所、卸・小売業、飲食店、病院、その他サービス業などのうち、とくに、

中小企業・個人事業者では、地球温暖化対策に係る情報や人材、資金の不足などから、一般的に

対策が遅れています。 

○ 機器の省エネ化は進んでいる一方で、空調・照明設備の増加、オフィスのＯＡ化の進展などにより、

床面積当たりのエネルギー使用量は横ばい状態にあるため、床面積あたりのエネルギー使用量の

大幅な削減を行う必要があります。 

イ 業務部門の対策 

□ 大規模事業者の温暖化対策（再掲） 

○ 大規模事業者については、省エネ法にもとづく削減対策を通じて、事業者の特性・状況に応じ

た自主的かつ計画的な取り組みの促進を図るとともに、県温対条例にもとづく事業活動温暖化対

策計画書制度と協調して、地域における温室効果ガスの削減等への貢献を促します。 

○ 地球環境保全協定制度の拡充を図ることにより、社会的なインセンティブとなる仕組みを整備す

るとともに、市内の中小事業者への省エネ技術移転など地域における温室効果ガスの削減等へ

の貢献を促します。 

○ クリーンエネルギーへの先駆的な取り組みや、環境に配慮したＣＳＲをうたう企業などの拡大・集

積を図ります。 

○ 市内に集積する産業同士の技術・情報交流を図り、企業同士が共同で取り組むことのできる温

暖化対策を推進します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策の情報

提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討します。 

□ 中小規模事業者の温暖化対策（再掲） 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等によ

る底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 県温対条例にもとづく事業活動温暖化対策計画書の任意提出制度への積極的な参加を、県と

連携して促します。 

○ 省エネルギー対策の事例や、国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環

境マネジメントシステム（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、ホームページ

へのポータル化などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。 

また、さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模事

業者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 

○ 省エネ改修、省エネ建築物の建設、建築物の総合環境性能評価システムの導入、大気熱や地
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中熱を利用した高効率機器の導入、エネルギー管理システムの導入などに対する、国・県の金融

支援策などについて情報提供を充実します。 

○ 太陽光発電や風力発電、大気熱・地中熱などを活用した高効率機器などクリーンエネルギーの

導入に対する経済的インセンティブの付与や、 化石燃料の使用を大幅に抑えた、あるいはまっ

たく使わない自動車の導入を促進するための経済的インセンティブの付与について、国・県の施

策との連携を検討します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策の情報

提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討するなど、中小規模事業者の

ＣＯ２排出量削減努力が経済的なインセンティブにつながるような仕組みづくりを検討します。 

□ 設備や機器の高効率化の促進 

○ オフィスビルや店舗等の空調設備や照明設備の高効率化を促進するため、ビルエネルギー管

理システム（ＢＥＭＳ）や、高効率の業務用空調機、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの高効率照明機

器等について、普及・啓発を行います。 

□ 商品やサービスの提供における配慮（再掲） 

○ 商品やサービスの提供方法の見直しへの取り組みを進めるとともに、地球温暖化の防止に配慮

した事業活動が経済的・社会的なインセンティブとなるよう、市民等への普及・周知の仕組みづく

りを進めます。 

□ 建築物における配慮（再掲） 

○ 省エネ法に基づき３００㎡以上の床面積を有する建築物の新築等にあたって省エネ措置の届

出と定期報告が義務付けられたほか、県温対条例に基づいて延べ床面積５，０００㎡超の建築物

の新築・増築・改築に対して建築物温暖化対策計画書の提出が義務付けられたことなどを通じて、

省エネへの措置について取り組みが進められることから、こうした取り組みの周知など社会的なイ

ンセンティブとなるように努めます。 

□ 中小規模事業者への情報提供や相談体制の充実（再掲） 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等によ

る底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 省エネルギー対策の事例や、国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環

境マネジメントシステム（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、ホームページ

へのポータル化などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。 

また、さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模事

業者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 
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③ 家庭部門 

ア 家庭部門の現状と課題 

○ 近年、世帯数は少人数化により増加傾向を示していましたが、人口が減少傾向にあり、次第に横

ばい傾向に移るものと考えられます。 

○ 世帯数の増加にともなって、空調・照明・映像機器やパソコンなどＩＴ機器などの電化製品の保有

台数が増えているものの、トップランナー方式（＊３０）の効果などにより各機器の省エネ化の進展により、

全体的にはＣＯ２排出量を抑制する傾向にあります。 

○ 家庭におけるエネルギー消費量の状況を用途別の割合で見てみると、家電や照明などが約３割、

冷暖房用と給湯用で約６割を占めています。こうした状況を踏まえて、省エネ家電や高効率な給湯

設備などの普及を図るとともに、住宅の省エネ化・断熱化を進める必要があります。 

○ 家庭部門の削減対策を進めるためには、１世帯当たりのエネルギー使用量を大幅に減らしていく

必要がありますが、一人ひとりの生活様式や価値観によるところが大きく、一概に規制することが困

難です。 

○ 環境意識調査の結果によると、地球温暖化問題に関する理解や認知は、高まっていると考えられ

る一方で、その認識が温暖化対策のための具体的な行動に結びついていないと考えられ、具体的

な行動への転化を確実に行う必要があります。 

イ 家庭部門の対策 

□ ライフスタイルの転換を促すための普及啓発 

○ 地球温暖化問題に対する意識の高まりを行動へと転化するために、国や県、市民団体、神奈川

県地球温暖化防止活動推進センター、企業などとの連携・協働により、あらゆる場面で環境配慮

行動を促すための情報提供に努めます。 

○ 地域ぐるみの環境認証制度の拡充に努め、生活様式や価値観の転換を図るための施策を展

開し、市民一人ひとりが気軽に、自分のできる範囲内でできることから取り組める仕組みづくりを

図ります。 

○ 家庭においてＣＯ２排出量削減につながる具体的な行動例を分かり易く示すとともに、エネルギ

ー使用量等の「見える化」を促進するなど、低炭素社会に向けた生活様式への転換を継続的に

促すための取り組みを促進するため、ホームページのポータル化などにより情報提供を充実しま

す。 

○ 日常的な消費行動が、社会全体のＣＯ２排出量の削減につながるよう、消費財の選択において

----------------------------------------------------- 

＊３０ トップランナー方式：１９９９年４月に改正された省エネ法において、２度のオイルショックを経て省エネ化の進んだ産業部

門に対し、対策・効果の遅れていた業務・家庭・運輸部門の省エネ対策を推進するため、機器のエネルギー消費効率基準の

策定方法にトップランナー方式を採用した「トップランナー基準」が導入されました。２０１０年（平成２２年）現在では自動車や

エアコン、冷蔵庫など、２３品目が対象になっています。 
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エコマーク、省エネラベル、カーボンオフセット、カーボンフットプリント（＊３１）、フードマイレージ  

（＊３２）など、ＣＯ２の見える化の周知を図って環境負荷の少ない製品の優先的な選択やライフスタ

イルの転換の促進に努めます。 

また、農産物などの地産地消、旬産旬消などの情報提供に努めます。 

□ 省エネ性能に優れた住宅や家電機器などの導入促進 

○ 住宅における太陽光発電設備の導入支援など、家庭における自然エネルギーの活用について、

国や県の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 家庭内の照明をＬＥＤなど高効率・長寿命なものへ転換したり、省エネ家電製品やヒートポンプ

（＊３３）などの高効率機器、太陽熱利用設備などを導入したりするために必要な情報提供に努める

ほか、経済的・社会的なインセンティブとなる施策を検討します。 

○ 国や県の施策と連携しつつ、高断熱・高気密など、優れた省エネ性能を備えた住宅の普及・啓

発に努めます。 

○ 県の推進するエコファイナンス制度（＊３４）と連携して低金利金融商品などの普及を進め、導入を

促進します。 

□ ごみ排出量の削減 

○ ごみ分別のいっそうの徹底を図るとともに、家庭における生ごみ堆肥化などの事業を通じて排出

量の削減を促進します。 

□ 家庭における緑化の推進 

○ グリーンカーテン（＊３５）などによる断熱効果の周知に努めるとともに、庭の植栽や生垣の設置など

敷地内の緑化などについて普及を図ります。 

□ 適応策の推進 

○ 真夏日の増加による熱中症の罹患率が増えることを想定して、その対策を検討するほか、予防

策などの周知に努めます。 

○ デング熱やマラリアなどの熱帯・亜熱帯地域で発生している感染症の罹患を予防したり、その対

策に努めます。 

 

 

----------------------------------------------------- 

＊３１ カーボンフットプリント：製品・サービスを提供する際に発生した温室効果ガスの排出量をＣＯ２に換算した値を指します。 

＊３２ フードマイレージ：食糧の輸送に伴い排出されるＣＯ２について、輸送量と輸送距離などから割り出した値を指します。 

＊３３ ヒートポンプ：熱媒体などを用いて熱を移動させる技術を言います。主に冷蔵庫やエアコンなどに用いられ、大気熱・地

中熱・水（地下水・河川・下水道）・排熱等から、投入エネルギーよりも多い熱エネルギーを回収して利用します。 

＊３４ エコファイナンス：金融機関とのパートナーシップにより中小企業や家庭の地球温暖化の自主的な取り組を促進するため

の低金利融資などを実施する制度です。 

＊３５ グリーンカーテン：植物を建築物の壁面沿いなどに生育させることにより建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手

法のことで、壁面緑化とも呼ばれます。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%AD%E7%86%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%AD%E7%86%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E9%81%93
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④ 運輸部門 

ア 運輸部門の現状と課題 

○ 自動車からのＣＯ２排出量は、所有台数の減少傾向や、技術向上による燃費改善、軽自動車への

買い替え、ハイブリッド自動車の普及などによって減少傾向を示していますが、大幅な削減を達成

するためには、さらなる取り組みが必要となります。 

○ 国でも走行時にＣＯ２の排出を伴わない（あるいは大幅に削減する）、いわゆる次世代環境配慮自

動車の導入に関する支援が進められているとともに、欧州や米国では電気自動車等の販売を義務

付けるなどの新たなルール作りが始まるなど、普及にともなう価格低減などとあいまって市民や事業

者が導入しやすい環境づくりへの枠組みが整いつつあります。 

イ 運輸部門の対策 

□ 公共交通機関網の利活用の推進 

○ 本市には鉄道やバスなど既存公共交通の交通網が形成されているため、その利活用を促進す

るためのキャンペーンに努めるなど、利活用を推進します。 

○ 乗継ぎの円滑化などを推進することにより、自動車利用からエネルギー効率の良い公共交通利

用への転換を促します。 

○ 通勤・通学時の自動車利用を控え、自転車や公共交通機関の利活用を促します。 

□ 道路網の利活用 

○ 自動車走行中のＣＯ２排出量の削減につなげるため、エコドライブの普及を促進します。 

○ 国や県と連携して、信号の高度制御などによる交通の円滑化により自動車の走行中のＣＯ２排

出量の削減を図るほか、道路網の計画的な整備に努めます。 

○ 都市交通に係る環境負荷の低減を目指し、道路交通の渋滞対策としての交通需要マネジメント

等の研究を進めます。 

□ 電気自動車や次世代環境配慮自動車の普及促進 

○ 走行中の環境性能が優れている自動車であ

る電気自動車（ＥＶ）（＊３６）について、導入補助

などの支援や充電施設の整備などについて

国や県の施策と連携して普及を図るほか、プ

ラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）（＊３７）や燃

料電池自動車（ＦＣＶ）（＊３８）などの普及促進策

について検討を進めます。 

 

図表６－５ 市内における低公害車普及台数 
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□ 自転車の利用促進 

○ 道路状況に応じた自転車の利用等を促進するほか、国や県の施策と連携して自転車走行レー

ンの整備などを図ります。 

○ エコ通勤やサイクルアンドライド（＊３９）など、自転車の利活用に関する情報提供に努め、利用を

促進します。 

⑤ 廃棄物部門 

ア 廃棄物部門の現状と課題 

○ 市内では、一般廃棄物の焼却等の中間処理量が減少傾向にあるのにともない、温室効果ガスの

発生量も減少傾向にあります。しかし、よりいっそうの削減を達成するためには、さらなる取り組みが

必要となります。 

○ 廃棄物の焼却処理等の際に排出されるＣＯ２の量に大きな影響を与える廃プラスチックの含有率

については、分別のなおいっそうの推進などにより、現状の１５％程度から、大幅な低減を図ります。 

イ 廃棄物部門の対策 

○ 循環型社会の形成に向けて、５Ｒ（＊４０）の普及啓発など廃棄物の発生抑制にいっそう取り組むとと

もに、分別の徹底による再資源化を推進します。 

○ 生ごみ堆肥化などの推進を図り、ごみの排出量削減に努めます。 

○ 分別のなおいっそうの推進を図り、ごみ中における廃プラスチックの含有率の低減を図ります。 

○ 廃食用油の回収とディーゼル自動車燃料への精製による資源循環サイクルへの取り組みを進め

ます。 

○ 事業者等と連携したレジ袋削減の取り組み（マイバッグの使用やレジ袋辞退の普及啓発）の促進

を図ります。 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

＊３６ 電気自動車：充電池を積載し、電気をエネルギー源とし、モーターを動力源として走行する自動車を言います。 

＊３７ プラグインハイブリッド自動車：充電池とモーター、エンジンを搭載し、短距離を電気のみで走行できるハイブリッド自動車

を言います。 

＊３８ 燃料電池自動車：燃料電池を搭載し、水素を燃料として空気中の酸素を反応させて発電し、モーターで走行する自動車

を言います。 

＊３９ サイクルアンドライド：まちなかへの自動車の流入を抑制して、バス・電車の利用を促進するために、自転車でバス停や駅

に来て、バス・電車に乗り換えることをいいます。 

＊４０ ５Ｒ（ご・あーる）：Ｒｅｆｕｓｅ：不要なものは、買わない・もらわない、Ｒｅｄｕｃｅ：ごみの発生量や資源の使用量を減らす、Ｒｅｕ

ｓｅ：そのままのかたちで再利用する、Ｒｅｐａｉｒ：修理しながら長く使い続ける、Ｒｅｃｙｃｌｅ：新たな製品を生み出す再資源化に協

力、の５つの行動を指します。 
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（３） 横断的な課題に応じた対策 

① クリーンエネルギーの普及拡大 

ア 現状と課題 

○ 低炭素社会の実現を目指すには、省エネルギー対策を充実させるとともに、太陽光発電、風力発

電、小規模水力発電などをはじめとするクリーンエネルギーの利活用を進める必要があります。 

○ しかしながらクリーンエネルギー活用については、多額の初期投資を要することや、風力発電や小

規模水力発電のように発電適地が限定されるなどの課題があり、市内の土地利用や地域特性など

をふまえて効果的な普及を図る必要があります。 

イ クリーンエネルギーの普及拡大にかかる対策 

○ 住宅用及び業務用の太陽光発電設備の設置

など、太陽光エネルギーの活用について、国や

県の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 太陽熱や大気熱などを利用した高効率給湯設

備など、太陽熱エネルギーの活用について、国

や県の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 風力発電のほか、小規模水力発電やバイオマ

ス由来のエネルギー利用発電などの可能性に

ついて、地域特性にあわせて検討を進めます。 

○ 公共施設においては、施設改修などのタイミングとあわせて、クリーンエネルギーの導入について

検討します。 

 

② 低炭素型まちづくりの推進 

ア 現状と課題 

○ 将来の低炭素社会を実現するためには、都市・地域などにおけるまちづくりにおいて、総合的な

視点から取り組みを進めることが必要です。 

○ そのためには、公共交通の利用促進によるコンパクトシティ（＊４１）への取り組みや、未利用エネルギ

ーの活用、緑地の保全などの自然資本の活用等、都市・地域の構造そのものに影響を与える面的

な対策を実施することにより、それぞれの地域の特色を活かした低炭素型の地域づくりを進めること

が求められています。 
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図表６－９ 市内における太陽光発電設備総導入量 

----------------------------------------------------- 

＊４１ コンパクトシティ：都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同時に、中心市街地の活性化が図られた、生活に必要

な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市、もしくはそれを目指した都市政策のことを指します。 

（ｋＷ） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%8A%E5%A4%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82
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イ 低炭素型まちづくりの推進にかかる対策 

○ エネルギー負荷の小さい都市を実現するため、都市計画マスタープランなどに従って適正な土地

利用を図ります。 

○ 地域における面的なエネルギーマネジメントに取り組むため、県温対条例にもとづく特定開発事

業温暖化対策計画書制度の周知を図るほか、地域冷暖房システム（＊４２）などに関する情報提供に

努めます。 

○ 未利用エネルギーの利活用を進めるため、河川水や地下水、地中熱などの冷暖房へのエネルギ

ー活用などに関する情報提供に努めます。 

○ 交通の円滑化や、公共交通及び自転車の利用促進のための基盤づくり、次世代環境配慮自動車

の普及促進など、低炭素型の交通体系づくりに努めます（再掲）。 

 

③ 消費活動の低炭素化の推進 

ア 現状と課題 

○ 事業者による経済活動や市民の日常生活における、商品や原材料等の購入、サービスの利用な

ど、市域における消費行動もＣＯ２排出量に大きく関連しています。 

○ 市場に流通する商品は、材料などの資源の採取時点から、製造、運搬、使用、廃棄、リサイクル等

の全ての過程においてＣＯ２を排出していることから、こうしたライフサイクルを通じてＣＯ２排出量が

より少ない商品などを選んで購入することが重要です。 

○ また、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の主旨に沿って、商

品等を購入する需要者側が資源循環等を意識した消費行動を取ることも、社会全体の低炭素化を

進める上で重要です。 

イ 消費活動の低炭素化の推進にかかる対策 

○ 市民一人ひとりが、モノを長期間にわたり大切に使ったり、くり返し修理して使ったりすることに積極

的に取り組み、「大量消費社会」からの意識転換が促進されるよう啓発します。 

○ 日常的な消費行動が社会全体のＣＯ２排出量の削減につながるよう、消費財の選択においてエコ

マーク、省エネラベル、カーボンオフセット、カーボンフットプリント、フードマイレージなど、ＣＯ２の見

える化の周知を図って環境負荷の少ない製品の優先的な選択やライフスタイルの転換の促進に努

めます（再掲）。 

○ 地域で生産された食材をその地域で消費する「地産地消」の取り組みは、地域の活性化につなが

るほか、生産地から消費地までの運搬距離が短いことから、輸送に伴うエネルギー消費量とＣＯ２排

出量を削減することができるなどのメリットがあります。また、旬の産物を生産・消費する旬産旬消の

----------------------------------------------------- 

＊４２ 地域冷暖房システム：ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱供給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸

気・冷水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房などを行うシステムを指します。 
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取り組みは、ハウス栽培などに比べて生産段階でのＣＯ２排出量が少なく、環境への負荷を減らすこ

とができるというメリットがあります。そこで、生産者の取り組みの周知を行い、消費行動の転換につ

ながる施策を検討します。 

 

④ 森林・緑地等の整備・保全の対策 

ア 現状と課題 

○ 林野庁によると、森林はＣＯ２を吸収する機能のみならず、生物多様性の保全や、水源のかん養、

土壌保全などさまざまな機能を有しているとされます。 

○ 京都議定書では、平成２（１９９０）年以降、適切な森林施業（植栽、下刈、間伐等）が行われており、

法令等により伐採や転用を規制するなどの保護・保全措置がとられている森林については、ＣＯ２の

吸収源として一定程度算入することが認められています。 

○ 本市の森林面積は４，２６１ヘクタールですが、現在の森林整備事業の実績などをもとに試算する

と、平成２２（２０１０）年現在で、２，３００ヘクタール程度の育成林（人が手を加えて育てている森林）

が吸収源として対象となります。 

○ 国では、育成林１ヘクタールあたりのＣＯ２吸収量を約６．５トン－ＣＯ２と設定しているため、本市の

育成林における吸収量は年あたり約１５，０００トンを見込むことができます。また、手を加えていない

森林（天然林）の場合も、約３．３トン－ＣＯ２を吸収できることとされているため、約６，１００トンの吸収

を見込むことができ、育成林、天然林あわせて約２１，０００トンのＣＯ２が吸収されていると考えられま

す。 

○ しかしながら、近年は林業の経済性の低下などを原因として森林（人工林）の手入れ不足などによ

る荒廃が進行しており、森林機能の低下が懸念されることから、森林の整備・保全を進める必要があ

ります。 

○ また、木材や木質バイオマスと呼ばれる加工品は、大気中のＣＯ２を吸収・固定するなど環境に優

しい素材であるほか、その経済効果により森林の手入れが行われ、森林のＣＯ２吸収効果を高める

など、木材の利用推進は地球温暖化対策に重要な役割を果たしています。 

○ また、まちなかの緑化については、ゆとりと潤いのある快適な環境の創出や美しい景観の形成に

役立つとともに、ＣＯ２吸収や、気候緩和、大気浄化など多様な効果が期待できることから、緑地の

整備と保全を推進する必要があります。 

イ 森林・緑地等の整備・保全の推進にかかる対策 

○ 森林の役割の周知に努めるとともに、森林の保全や活用に取り組む担い手の育成を推進します。 

○ 市内の森林から生産された木材や木質材料の需要拡大や活用方策を検討します。 

○ 地域水源林整備事業、ふるさとの森づくり事業などの推進により、森林整備、広葉樹林保育などを

行います。 
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○ オープンガーデン事業（＊４３）、保存樹・保存樹林奨励金交付事業（＊４４）などを通じ、まちなかの緑の

保全を図ります。 

○ 大規模開発にともなう緑化などの取り組みを進めます。 

○ 県の進める「水源の森林づくり」事業と連携した水源林の再生・保全活動への取り組みを推進しま

す（再掲）。 

○ 神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例にもとづく里地里山保全等地域の

指定制度の活用など、県との連携・協調を進めます（再掲）。 

○ グリーンカーテンなどによる断熱効果の周知に努めるとともに、庭の植栽や生垣の設置など敷地

内の緑化などについて普及を図ります（再掲）。 

 

⑤ 地球温暖化対策を含む環境教育の推進 

ア 現状と課題 

○ 地球温暖化対策は、今後、長期にわたって取り組んでいくべき課題であるため、次世代を担う子ど

もたちに向けた教育が重要です。 

○ 環境教育、環境学習の分野では、関連する専門知識や資格を有する方や、さまざまな普及啓発

活動のノウハウを有するＮＰＯ団体などがあり、こうしたＮＰＯなどとの連携・協働により、地球温暖化

問題を含む幅広い環境教育、環境学習の展開を図っていく必要があります。 

○ また、すでに活動している環境団体の情報を広く提供するなど、その活動をより広く市民に周知す

ることにより、こうした活動が、より市民に身近に感じられるようにする必要があります。 

○ 市内各地区で策定された地域別計画に沿って、その地域特有の地球温暖化対策に関する課題

を抽出し、その地域の特性にあった対策を、市民とともに検討していく必要があります。 

イ 地球温暖化対策を含む環境教育の推進にかかる対策 

○ 学校における環境学習の推進や、おだわら市民環境アカデミー（おだわら市民環境大学）事業に

より、体験を通じてさまざまな世代への環境教育、環境学習の場を提供します。 

○ 神奈川県地球温暖化防止活動推進センターやＮＰＯ団体等との連携・協働により、市民への環境

教育、環境学習の場を提供します。 

○ 環境カウンセラーや環境教育リーダーなど、環境教育に関する人材について、「環境の保全のた

めの意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の主旨に基づいて国が進める人材育成制度

の周知を図ることにより地域内の環境教育指導者の育成を図るとともに、認定人材の活用を図りま

す。 

 

----------------------------------------------------- 

＊４３ オープンガーデン事業：個人や企業の庭を（一定期間）一般公開することで民有地における緑化を推進する事業です。 

＊４４ 保存樹・保存樹林奨励金交付事業：美観上優れた樹木や樹林を指定し、保全のための奨励金を交付することで緑を保

全する事業です。 
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⑥ 広域連携への取り組み 

ア 現状と課題 

○ 温暖化は地球規模の環境問題であることから、その対策は市内のＣＯ２排出量削減だけでなく、近

隣自治体と相互に協力して削減に努める必要があります。 

イ 広域連携への取り組みにかかる対策 

○ 広域圏内連携による、森林吸収源対策やカーボン取引の可能性について検討を進めます。 

○ 国や県の施策との連携を図ります。 

○ 県の機関（環境科学センター、自然環境保全センター、農業技術センターなど）との事業連携を図

ります。 

 

⑦ 適応策への取り組み 

ア 現状と課題 

○ 国会で審議中の地球温暖化対策基本法案において、地球温暖化対策の定義として「この法律に

おいて「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化その

他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策並びに地球温暖化によってもたらされ

る洪水、高潮等による被害及び生物の多様性、食料の生産、人の健康等への悪影響の防止及び

軽減その他の国内及び国外における地球温暖化への適応を図るための施策をいう。」とあります。 

○ 現在の温暖化状態を温暖化発生以前の状態に戻すこと、または温暖化の進行を止めることは容

易なことではありません。本市を含め、これまで日本各地、世界各地で実行されているさまざまな緩

和策が短期間で効果をあらわすことも難しいと考えられます。そのため、既に進行しつつある温暖化

現象を前提として、暮らし方や経済活動を環境にあわせて変化させたり、起こりうる被害を事前に想

定した上で対策を講じようとすることを適応策といい、こうした対応が急務となっています。 

 

イ 適応策への取り組みにかかる対策 

○ 真夏日の増加による熱中症の罹患率が増えることを想定して、その対策を検討するほか、予防策、

暑さ対策などの周知に努めます（再掲）。 

○ デング熱・マラリアなどの熱帯・亜熱帯地域で発生している感染症の罹患を予防したり、その対策

に努めます（再掲）。 

○ 井戸水や雨水、下水道処理水などを利活用した打ち水の実施について検討します。 

○ 局地的大雨、高潮などの異常気象の発生を前提とした水防計画の策定や、都市基盤の整備に努

めます。 

○ 地域水源林整備事業、ふるさとの森づくり事業などの推進により、森林整備、広葉樹林保育などを
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行います（再掲）。 

○ 県の進める「水源の森林づくり」事業と連携した水源林の再生・保全活動への取り組みを推進しま

す（再掲）。 

○ 農作物への高温障害などに関する情報の周知・提供に努めます。 

 

図表６－１０ ２０２０年における家庭での地球温暖化対策の状況（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省電力型の照明・テレビ・冷蔵庫・エアコンなど 
全ての家庭 

省電力型の照明・テレビ・冷蔵庫・エアコンなど 
全ての家庭 

太陽光発電・太陽熱温水器など 

戸建住宅の２５％以上 

エコ住宅（高断熱・高遮熱） 

エネルギーの見える化 
戸建住宅の６５％以上 

電気自動車 

プラグインハイブリットﾞ自動車など 
２０％以上の家庭 

エコチャレンジ取り組み家庭 
２０％以上の家庭 

エコチャレンジ取り組み家庭 
２０％以上の家庭 
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図表６－１１ 国・県・市の主な対策の実施によって削減されるＣＯ２排出量の推計（最大導入量） 

項目/試算根拠 

目標 

目標値・導入量 
削減可能量 

平成２０年比 

産業部門 

 工場等におけるエネルギー使用効率の改善 

（省エネ法、県温対条例計画書提出制度など） 
現在の産業部門排出量の年率１％改善 ４７．５千トン 

家庭部門 

 エコチャレンジ取り組み家庭数の増加 全世帯数の２０％（１５，６００世帯） ５．９千トン 

 戸建住宅の屋根に３．５ｋWの太陽光発電を導入 戸建て住宅数の２５％（１１，２５０戸） １３．１千トン 

 新築住宅の次世代省エネルギー基準（Ｈ１１）適合率の向上 建て替え戸数の６５％（１９，５００戸） ４．７千トン 

 オール電化住宅の導入 戸建て住宅数の２０％（９，０００戸） ９．２千トン 

 家電製品の更新時にトップランナー基準の設備を導入 全世帯で買い替え（７８，０００戸） １６．９千トン 

 照明の高効率化等 照明の高効率化８０％ １８．６千トン 

業務部門 

 オフィスなどにおけるエネルギー使用効率の改善 

（省エネ法、県温対条例計画書提出制度など） 

現在の業務部門排出量５０％の年率１％

改善 
２３．７千トン 

運輸部門 

 次世代環境配慮自動車（ＥＶ、ＨＶ、ＰＨＶ、ＣＤＶ、ＦＣＶなど）の

導入 

２０２０年に保有台数の２０％が次世代環

境配慮自動車（２０，９００台） 
１６．３千トン 

 エコドライブの実施 エコドライブによる燃費改善効果１５％ ２３．８千トン 

 自動車燃費性能の向上 燃費の１３％改善 ３５．３千トン 

廃棄物部門 

 
ごみ排出量の削減と廃プラスチック類混入率の低減 

・生ごみ排出量を現状から１０％削減 

・混入率を現状１５％から１０％に低減 
１０．１千トン 

吸収源対策 

 森林の手入れや市内緑被率増加による吸収効果向上 森林や緑地等における吸収量１５％向上 ３．０千トン 

エネルギー供給対策 

 電力のＣＯ２排出原単位の１５．７％改善 ＊ ０．２８ｋｇ-ＣＯ２/ｋＷｈ ７８．３千トン 

合計削減量 ３０６．４千トン 

基準年（平成２年）比削減目標量 ２８９．８千トン 

現状年（平成２０年）比削減目標量 ３０６．４千トン 

＊本図表は主な対策の削減ポテンシャルを推計したものであり、削減目標を達成するためには各部門における一層の削減努力を

幅広く講じる必要があります。 

＊電力のＣＯ２排出原単位の改善に関する数値は、東京電力グループによる非化石エネルギー発電電力量比率５０％以上が達成

された場合の見込値です。 

参考資料 

「平成２２年版 環境白書 循環型社会白書 生物多様性白書」 平成２２年６月、環境省 

「平成２１年度エネルギーに関する年次報告書（エネルギー白書）」 平成２２年６月、経済産業省 

「中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマップ）（中間整理）」 平成２２年 

１２月、環境省中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会 

「東京電力グループ 中長期成長宣言 ２０２０ビジョン」 平成２２年９月、東京電力（株） 

「中央環境審議会及び各小委員会 資料」 環境省 

「産業構造審議会環境部会及び各小委員会 資料」 経済産業省 
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第７章 重点プロジェクト （市域施策編） 

計画を推進し、目標を達成する上で高い効果が期待できる各種施策を横断する取り組みを「重点プロジェ

クト」として位置づけ、中長期的な視野に立って積極的に取り組みを進めていきます。また、それぞれの分野

における象徴的な取り組みについて、その活動目標値を定めます。 

 

重点プロジェクト① 環境情報発信プロジェクト 

身近な自然を次世代に豊かに引き継ぐため、市、市民、団体、事業者等全ての主体が連携し、地域内の

資源循環や低炭素化、自然共生など持続可能な環境共生型の地域づくりに取り組む必要があります。 

そのためには、地域全体として環境に関する意識の底上げを図ることが重要であることから、市民団体や

事業者、県地球温暖化防止活動推進センターなどと連携した、市民・事業者参加型環境情報発信プログ

ラムの実施に取り組みます。 

また、次代を担う子どもたちや、温室効果ガスの主要な排出源である家庭での効果的な環境学習の仕組

みづくりを検討し、既存の環境出前講座や省エネ研修会、アドバイザー派遣事業などを拡充しながら環境

教育プログラムの構築を推進するほか、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する

法律」などにより、人材活用のための基盤整備が進んでいることを受け、環境教育に関する人材の活用促

進を、県等と連携して取り組みます。 

 

活動指標 基準値 目標値 

環境に関する講座数と参加者数 年間１１件・５０１人 （平成２１年度） 年間２０件・１，０００人 （平成３４年度） 

 

重点プロジェクト② ＣＯ２見える化プロジェクト 

地球温暖化を抑制するため、化石燃料に依存しない新たな経済成長を目指す「低炭素型」の社会の構

築が、地球規模で早急に取り組むべき重要な課題として位置付けられています。そのためには、地域から

実行可能でかつ野心的な対策に取り組んでいく必要があります。 

そこで、日常生活や活動の中で取り組みが可能な環境配慮行動について、省エネナビ貸出事業などを

通じて、家庭で消費されるエネルギーやＣＯ２の量の“見える化”を進めるほか、国や県、事業者、市民団体

などの取り組みによるインターネット上での環境家計簿やＣＯ２見える化プログラムなどを活用し、一人ひと

りの温暖化防止活動の成果が分かりやすくなるように工夫していきます。 

さらに、従前の施策により得られた省エネ・省コスト情報の集積を進め、ホームページやメールニュース、

広報誌などの活用により、広く省エネのメリットを伝え、実際の行動へと転化する人の増加を図ります。 

 

活動指標 基準値 目標値 

省エネナビ貸出家庭数の増加 年間１５件 （平成２１年度） 年間３０件 （平成３４年度） 
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重点プロジェクト③ 減ＣＯ２実現化プロジェクト 

温暖化に対する意識の高まりを背景に、省エネや省コストに裏づけされた温暖化防止行動への転化が

図られるよう、太陽光発電設備などクリーンエネルギーの導入支援を、国や県の施策と連携して継続する

ほか、家電に関しては国のトップランナー制度の周知を図って買い替えを促すなど、具体的で目に見える

効果を生み出す仕組みを構築します。 

また、省エネ住宅や省エネビルなど、エネルギーをできるだけ使わない建物の普及を進めます。 

さらに、ＣＯ２の吸収源としての機能が期待される森林や市街地における緑地の保全や拡大などへの取り

組みについて、農林業従事者や市民団体と協働し、手入れ不足の森林や荒廃農地における間伐や除草

などへの取り組みを継続的に推進します。 

 

活動指標 基準値 目標値 

緑地面積の増加 ４，２５０ｈａ （平成２１年度） ４，４９４ｈａ （平成２７年度） 

＊緑地面積の増加目標は、「小田原市みどりの基本計画」（計画期間：平成８年度～２７年度）による。 

 

重点プロジェクト④ 資源が循環する小田原づくりプロジェクト 

ごみ処理に関する環境への負荷を低減するため、市民･事業者･行政の全ての主体がごみの排出量の

削減に取り組む必要があることから、マイバッグ持参・ノーレジ袋運動への取り組みをはじめ、生ごみ堆肥化

への取り組みの拡充による、ごみをできるだけ出さない生活への転換を図ります。 

また、ごみ処理における温室効果ガス排出の大きな割合を占める、廃プラスチック類の燃せるごみへの

混入率低下を図るため、分別のさらなる徹底を図るほか、ごみの再資源化について、国や県の取り組みと

連携して施策を実施するなど、計画的なごみ処理を推進することにより、資源循環型社会の構築を目指し

ます。 

さらに、平成１７年度から実施している廃食用油の分別回収のさらなる周知を図り、回収した油を自動車

燃料として再生する事業にいっそう取り組むほか、菜の花植栽事業を通じて、菜種油を調理に使うとともに

使用済みの油を燃料に再生したり、市民による森林再生活動から生じる間伐材や木質チップの活用を図る

など、資源循環サイクルの構築に取り組みます。 

 

活動指標 基準値 目標値 

可燃ごみ排出量の減少 ５４，１０９トン （平成２１年度） ５２，０００トン （平成３４年度） 

 

重点プロジェクト⑤ エコな交通づくりプロジェクト 

社会生活や経済活動にとって必要不可欠な、交通分野における温暖化対策を推進するため、電気自動

車やその充電設備などの次世代環境配慮自動車の導入に対する、国や県の施策と連携した支援策を継

続するとともに、市役所で実施しているノーマイカーデーの取り組みを、県や周辺市町村との連携をとおし
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て市民や事業者にも広めます。 

また、公共交通機関や自転車などの利用機会の拡大を図り、エコドライブやエコ通勤への取り組みを広

めるため、国や県を含めた関係機関との協議や施策の立案に努めます。 

 

活動指標 基準値 目標値 

次世代環境配慮自動車普及台数の増加 １，５７０台 （平成２１年度） ２０，９００台 （平成３４年度） 
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第８章 小田原市役所における取り組み （市役所事務事業編） 

温対法第２０条の３第１項において、地方公共団体はその事務及び事業に関し、「温室効果ガスの排出の

量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定する」とされています。 

小田原市の人口規模（約２０万人）と都市機能を考えると、市民や事業者などの生活や事業を支えるための

事務や事業の執行に必要なエネルギーの消費量は相応に大きく、また、使用する物品等も大量となります。

そのため、市の職員一人ひとりが日常業務の中で環境に配慮した行動をとることが、環境への負荷の低減や

環境保全・環境形成に大きな効果を与えることとなります。 

そこで、本市では、第１章で記述したとおり、法の趣旨に基づいて「小田原市地球温暖化対策地域推進計

画」を定め、市域全体の温室効果ガス削減に向けた施策を展開してきたほか、「小田原市環境行動計画」とし

て、市、市民、事業者などの主体ごとに環境配慮行動の指針を定めて具体的な対策目標を掲げ、その施策を

推進してきました。 

その中でも、市としての率先的な取り組みを推進するため、平成１２（２０００）年度の市の事務事業から排出

される温室効果ガスを基準値として、平成２２（２０１０）年度までに１７％削減することとした「環境行動指針－３ 

市としての行動」を策定し、その対策を進めてきました。 

その結果、平成２０（２００８）年において、基準年比で２０％の削減を達成しています。しかし、その成果の多

くは廃棄物の減少による廃棄物起源ＣＯ２と、ガソリンや灯油など化石燃料の使用量減少などによるものであり、

エネルギー起源ＣＯ２の排出量は横ばいを続けています。 

 

 

■　小田原市役所の事務事業における温室効果ガス排出量推移
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図表８－１ 市役所の事務・事業にともなって排出される温室効果ガスの推移 
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また、市役所も省エネ法に定められた大規模な事業者（特定事業者）の一つとして、関係法令に基づき、中

長期的に１年につき１％のエネルギー原単位の削減に率先的に取り組む義務があります。 

あわせて、神奈川県の温対条例の計画書提出制度に沿って、実践的・効果的な対策を推進する必要があ

ります。 

そこで、市としての率先的な施策を実施するため 、次のように目標と施策を定めます。 

 

１ 行政における地球温暖化対策の基本方針 

（１） 地球温暖化防止への積極的な取り組み 

市の業務において消費するエネルギーの量を継続的に節減していくとともに、業務から排出される廃

棄物の減量や分別・リサイクル等の推進に努めるほか、環境に配慮した物品等の利用に積極的に取り組

みます。また、国や県の施策と連携し、グリーン調達（＊４５）やグリーン契約（＊４６）などの実施を検討すること

により、行政が率先して模範的な行動を示すことで事業者に対しても環境配慮を促します。 

また、温対法の定めにより、市の事務・事業からのＣＯ２排出量削減だけでなく、市域全体のＣＯ２排出

量の削減やＣＯ２吸収作用の保全・強化を措置すべき責務を有することから、市の施策の実施にあたって

は、温室効果ガスの排出量ができるだけ少なくなるよう配慮するとともに、市民や事業者に対する積極的

かつ効果的な普及啓発に取り組むなど、低炭素型の生活・経済活動の基盤づくりを推進するほか、施策

の検討・立案にあたっては、ＣＯ２吸収源となる森林整備、緑化などに資する施策に取り組むなど、市民

や事業者が環境負荷の少ない生活・経済活動を送ることにつながるような施策を推進します。 

また、低炭素型社会の形成促進に資するまちづくりや交通計画などに関する施策を推進するとともに、

温暖化への適応策に関する施策展開にも取り組みます。 

（２） 施設管理及び整備・改修等における省エネルギーの実践 

市庁舎及び各種公共施設など、市が維持管理する施設においては、エネルギー使用量の節減に努

めるほか、施設や設備等の整備及び改修時には、高効率かつ省エネルギーの機器を導入することを検

討します。 

また、市が多数の車両を運用する事業者であることを自覚し、次世代環境配慮自動車の導入に努めま

す。 

（３） 環境負荷の低減 

市の実施する事業においては法令等を遵守し、環境に負荷を与える可能性がある場合には、環境へ

の負荷をできるだけ最小限にとどめるよう努めます。 

----------------------------------------------------- 

＊４５ グリーン調達： グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づいて、環境を考慮して、必

要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選んで購入することです。 

＊４６ グリーン契約：環境配慮契約法（国等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律）に基づ

いて、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約です。 

グリーン購入とグリーン契約は、ともに、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品

やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていく可能性を持っています。 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html
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公用車の運用にあたっては、自転車の利用を促進するとともに、エコドライブの実践やノーカーデーな

どに取り組みます。 

（４） 職員による環境配慮行動の実践 

市としての率先的な環境配慮を、職員レベルでも実現するため、マイカー通勤の自粛とエコ通勤など

への積極的な取り組みのほか、電気使用量の節減につながる工夫やごみの減量・分別、リサイクルの推

進などに取り組みます。 

（５） 対策効果の検証と職員教育の実施 

全庁的な対策への取り組みに実効性をもたせるため、対策の成果を定期的に点検し、その成果を公

表するとともに、職員に対する環境教育・研修を実施します。 

また、省エネ法にもとづくエネルギー使用合理化のための体制を構築し、効果的な対策の立案と実施

を継続していきます。 

 

２ 行動指針と行動項目 

基本方針に基づいて次のとおり行動指針と行動項目を定めます。 

 

環境配慮行動指針 行動項目 

１ 資源・エネルギー利用の節減 

（１） 電力及び燃料等のエネルギー使用量の削減 

（２） 自動車使用量の削減及びエコドライブ等の推進 

（３） 紙類・文具類使用量の削減 

２ 廃棄物の減量、リサイクルの推進 
（４） 市民・事業者へのごみ減量政策の実施 

（５） 廃棄物の発生量の抑制、分別回収の徹底等の推進 

３ 環境に配慮した物品等（環境物品

等）の利用推進 

（６） 環境に配慮した物品等の調達・使用の促進 

（７） 環境に配慮した契約等の促進 

４ 施設の整備・管理等における環境

配慮 

（８） 省エネルギー及びエネルギー使用効率向上等の推進 

（９） 廃棄物発生量の抑制及び分別徹底の推進 

（１０）資源の有効利用 

（１１）緑化推進 

（１２）自然エネルギー等の導入の検討 

５ 地域の実情に即した施策の推進 （１３）地域別計画に沿った温暖化対策の立案と実施 

６ 職員の意識改革と率先行動 
（１４）部署ごとの実践的な省エネ行動の取り組み促進 

（１５）ノーマイカーデー、エコ通勤等の取り組み促進 
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２ 削減目標 

平成３２（２０２０）年までに、本市の事務及び事業における温室効果ガスの総排出量（ＣＯ２換算）を、平成

１２（２０００）年度を基準（＊４７）として、３５％削減するよう努めます。 

 

項目 平成３２（２０２０）年目標 平成１２（２０００）年実績値 

温室効果ガスの総排出量（トン-CO２/年） ３５％削減 ４５，０６５トン-CO２/年 

 

また、総排出量の削減を実現するため、次のとおり温室効果ガス排出源ごとの目標値を設定します。 

 

温室効果ガスの排出源 

基準年 

２０００年 

平成１２年度 

目標年 

２０２０年 

平成３２年度 

削減割合 主な対策例 

一般廃棄物の焼却 １８，３３１ ８，２４９ △５５％ 
①ごみ減量の推進 

②廃プラ混入率の低減 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

電気 １６，３６５ １３，９１０ △１５％ 

①太陽光発電システムの導入 

②照明の間引きや適正配分 

③高効率照明の導入 

④水道施設機器の効率化等、エ

ネルギー使用機器の省エネ化 

電気以外 

（都市ガス、灯油ほか） 
９，７５１ ６，７６３ △３０％ 

①エコドライブの推進 

②公用車ノーカーデーの実施 

③職員向けの省エネ意識啓発 

④次世代環境配慮自動車の公用

車への導入 

その他の温室効果ガス 

（Ｎ２Ｏ、ＣＨ４等） 
６１７  ３７０ △４０％  

低公害車の導入 --- --- 導入率１５％  

環境物品等の調達規模の拡大 --- --- 調達方針達成  

合計 ４５，０６５ ２９，２９２ △３５％  

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

＊４７ 市役所の事務及び事業における温室効果ガスの排出量削減については、平成１１（１９９９）年に策定し平成１５（２００３）

年及び平成１９（２００７）年に改定した「小田原市環境行動計画・環境行動指針３ 市としての行動」において基準年として平

成１２（２０００）年を設定して削減に向けた実践的な取り組みを進めてきたことから、本計画においても基準年を平成１２   

（２０００）年とし継続した取り組みを行うものです。 
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第９章 推進体制と進捗管理 

１ 推進体制について 

本計画の進行管理や見直しは、上位計画である第２次小田原市環境基本計画と同様に、小田原市環境

審議会において行います。 

また、この計画はさまざまな行政分野にわたるものであることから、計画の推進にあたっては、庁内の部

局横断的な組織である環境基本計画推進本部を活用して、全庁的に地球温暖化対策を推進します。 

事務事業における温暖化対策の推進にあたっては、省エネ法にもとづく推進体制である省エネルギー

推進委員会において全庁的に地球温暖化対策を推進します。 

 

２ 進捗管理について 

進捗管理は、計画全体の目標である、市内の温室効果ガス総排出量の推計値をもって行います。 

しかし、温室効果ガス排出量の推計は、各種統計資料を用いて計算する必要があることから、把握できる

排出量の情報は約２年遅れのものとなります。そのため、計画の進行管理は、計画に位置づけた主要な施

策の進捗状況を把握することにより行います。 

温室効果ガス排出量推計の結果などは、ホームページ等で公開します。 

 

３ 計画の段階的見直し 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの濃度を安定させるためには、長期的に大幅な削減が必要とさ

れていますが、着実な計画の進展を図るため、本計画では目標年次として平成３２（２０２０）年度を設定して

います。 

また、国においては平成３２（２０２０）年～平成４２（２０３０）年の中期目標については、今後、国際的な交

渉を経て正式に決定することになっています。 

今後、政府からは、削減目標と合わせ、海外からの排出枠の購入や森林吸収分の取扱い、温室効果ガ

ス削減の内訳、産業部門、業務部門及び家庭部門等の部門別の削減の内訳、目標を達成するための対

策の効果などが示されますが、それらの内容を本市の状況に当てはめて、必要に応じて目標値を調整する

必要があります。 

また、現時点では具体的な手法が未確定な対策や、技術革新や経済性の向上を待つべき手法もあるこ

とから、そうした対策・手法については、計画期間中においても進展状況を踏まえて具体化を検討すること

も必要です。 

そのため、概ね５年後を目安に、必要に応じて計画の段階的な見直しを行います。見直しに際しては、

小田原市総合計画、小田原市環境基本計画などの関連計画との整合や小田原市環境審議会などの意見

を踏まえて、新しい目標値や取り組みを設定していきます。 
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１ 策定経緯 

２ 小田原市環境審議会委員 

３ 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について（諮問） 

４ 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について（答申） 
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６ 地球温暖化対策主要年表 

７ 小田原市内におけるＣＯ２排出量の推移（詳細） 

８ 用語解説 
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１ 策定経緯 

 

年月日 経過及び概要 

平成２２年５月２１日 平成２２年度第１回小田原市環境審議会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」策定の基本方

針について 

平成２２年８月２３日 平成２２年度第１回小田原市環境審議会・地球温暖化対策部会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」骨子案について 

 「小田原市環境に関する市民意識調査」について 

平成２２年１０月１２日 平成２２年度第２回小田原市環境審議会・地球温暖化対策部会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」素案について 

 「小田原市環境に関する企業意識調査」について 

平成２２年１２月２２日 平成２２年度第２回小田原市環境審議会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について

（諮問） 

平成２３年２月２日 平成２２年度第３回小田原市環境審議会・地球温暖化対策部会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」素案について 

平成２３年２月１６日～３月９日 パブリックコメント 

平成２３年５月２１日 平成２３年度第１回小田原市環境審議会 

 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について

（答申）（案）について 

平成２３年５月２４日 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について（答

申） 
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２ 小田原市環境審議会委員（平成２３年２月１６日現在） 

 

区 分 役          職 氏    名 

市議会議員 総務常任委員会委員長  加藤 仁司 

市議会議員 総務常任委員会副委員長  横田 八郎 

学識経験者 東海大学名誉教授 ◎ 宇都宮 深志 

学識経験者 法政大学社会学部教授  田中 充 

学識経験者 首都大学東京都市教養学部教授 ■ 奥  真美 

学識経験者 タウンクリエイター □ 松村 みち子 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者 

市民代表 小田原市自治会総連合生活環境部会長 ○ 星野 清治 

市民代表 一般公募  本多 英雄 

市民代表 一般公募  松野 勝利 

市民代表 一般公募  三浦 陽子 

企業代表 （株）エーワ 代表取締役  神戸 よしえ 

農林水産業代表 かながわ西湘農業協同組合組織相談部部長  磯崎 光孝 

神奈川県職員 神奈川県西湘地区行政センター環境部長  樫村 広秋 

◎：小田原市環境審議会会長 

○：同 副会長 

■：小田原市環境審議会・地球温暖化対策部会部会長 

□：同 副部会長 
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３ 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について（諮問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環政第１３９号 

平成２２年１２月２２日 

小田原市環境審議会 

会長  宇 都 宮 深 志 様 

小田原市長 加 藤 憲 一 

 

小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定について（諮問） 

小田原市美しく住み良い環境づくり基本条例（平成６年９月３０日、条例第１７号）第９条第２項第２号の規定

に基づき、下記の事項について諮問いたします。 

 

１ 諮問事項 小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定について 

 （１） 小田原市における地球温暖化対策のあり方について 

 （２） 計画の基本方向と目標設定のあり方について 

 （３） 施策体系のあり方について 

 

２ 諮問理由 市域の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための実行計画を新たに策定

するにあたり、最新の社会情勢をふまえ、地域における温暖化対策を着実に実現できる

取り組みを進めること、及び、市民・事業者・行政が一体となって計画推進するための仕

組みづくりを進めるため。 

以上 
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４ 「小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定について（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環審第３号 

平成２３年５月２４日 

小田原市長  加 藤 憲 一 様 

小田原市環境審議会 

会長  宇都宮 深志 

 

小田原市地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定について（答申） 

平成２２年１２月２２日付け環政第１３９号により諮問のあった標記事項については、当審議会において次の

計画策定の基本的考え方と計画策定の基本的事項を踏まえて慎重に審議したところ、別添のとおり結論を得

たので答申する。 

１ 計画策定の基本的考え方 

計画の策定にあたっては、前計画（小田原市地球温暖化対策地域推進計画）に基づく小田原市の地球

温暖化対策の実施状況や二酸化炭素排出量の状況等を踏まえ、次の点を基本的な考え方とすることが適

当である。 

（１） 本計画には、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、温対法）に基づき、市域全体の二酸化

炭素排出量の削減及び吸収作用の保全・強化のための施策を盛り込むと同時に、行政の事務･事業

にともなって排出される二酸化炭素排出量の削減に係る施策を盛り込むこと。 

（２） 計画期間は上位計画である第５次総合計画、第２次環境基本計画との整合を図るため、平成２３年か

ら平成３４年の１２年間とすること。 

（３） 目標年及び二酸化炭素排出量削減目標は、国の施策目標である「平成３２年までに平成２年比で  

２５％削減」との整合を図ること。 

（４） 二酸化炭素排出量が増加傾向を示している家庭部門、業務部門における取り組みを強化すること。 

（５） 小田原市の行政展開における率先的・模範的な取り組みの強化を図ること。 

（６） 小田原市における地球温暖化対策は、実際に把握・推計が可能であり、かつ、温暖化への寄与割合

の高い二酸化炭素を対象とすること。 

（７） 対策については国や県の施策を基本としつつ、小田原市の特性をふまえた市民、事業者、行政等の

なお一層の協働の取り組みを推進すること。 

（８） 本計画は、前計画（小田原市地球温暖化対策地域推進計画）を引き継ぐものとするとともに、「小田原

市低公害車普及促進計画」（平成１０年策定）、「小田原市環境行動計画」（平成１１年策定）、「小田原

市地域新エネルギー計画」（平成１２年策定）を統合するものとすること。 

２ 計画策定の基本的事項 

計画の策定に関する主な基本的事項は次のとおりとすることが適当である。 

（１） 本計画の名称は「小田原市地球温暖化対策推進計画」とすること。 
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（２） 第１章では、地球温暖化問題とその影響をわかりやすく解説し、市民等の意識啓発を図ること。国・県・

市のこれまでの取り組みなども記載すること。 

（３） 第２章では、温対法にもとづく本計画の位置づけを明らかにするとともに、市の他計画との関係をあき

らかにすること。 

（４） 第３章では、小田原市の特性を簡潔に述べるとともに、市民・事業者を対象として実施した環境意識調

査の結果を述べること。 

（５） 第４章では、小田原市の温室効果ガス排出量の現状について実績値を挙げて分析するとともに、それ

をふまえた将来推計についてあきらかにすること。 

（６） 第５章では、温室効果ガスの削減目標について、基準年、総量及び部門別目標をあきらかにするこ

と。目標値については国の施策目標との整合を図ること。 

（７） 第６章では、市域全体の二酸化炭素排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための施策に

ついて、市民、事業者、行政等の協働のあり方を記しつつ、対策を部門別・横断的に記述するほか、

温対法に定めるクリーンエネルギーの利用促進、市民・事業者の活動の促進、公共交通機関の利用

促進、緑化促進・緑地保全、廃棄物の減量と循環型社会形成に関する事項を盛り込むこと。 

なお、地球温暖化のある程度の進展を前提とした適応策についても記述すること。また、国や県の施

策にあわせた対策を講じるほか、市独自の対策についてもできる限り記述すること。 

（８） 第７章では、第６章で述べた対策のうち、特に早急に取り組みが必要な対策について記述すること。 

（９） 第８章では、行政がその事務・事業において排出する二酸化炭素について率先的に削減に取り組む

姿勢をあきらかにするとともに、具体的な取り組みについて活動指標とあわせて記述すること。 

（１０） 第９章では、推進体制及び進捗管理について記述するほか、二酸化炭素排出量の公表を通じた点

検・評価・見直しを行うことを記し、あわせて５年を目安に必要に応じて見直すことを明記すること。 

３ その他 

（１） 電力使用に係る二酸化炭素排出係数については計画策定時点における公表値を用いることとし、対

策効果の推計がぶれないように工夫すること。なお、排出量の公表にあたっては、策定時の排出係数

と毎年度公表される排出係数を用いた２通りの値を公表すること。 

（２） 国・県・市の講じる施策のうち、主要な対策によって削減される二酸化炭素排出量について、その最大

導入量を推計した上で試算すること。 

（３） パブリックコメント（１５項目／２人）や神奈川県から提出された意見を参考にしながら、市民や事業者に

とって分かりやすい記述を心がけること。 

 

以上を踏まえ、「小田原市地球温暖化対策推進計画」を定めるとともに、計画を真に実効あるものとするた

め、各対策において市の積極的、かつ、真摯な取り組みを期待するものである。 

以上 
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５ 市民意見の概要 

（１） 環境に関する市民意識調査及び企業意識調査の概要 

市民や事業者の環境への意識や行動について把握するため、次のとおりアンケート調査を実施した。 

① 市民意識調査（一般） 

調査期間 平成２２年７月１６日～８月１０日 

調査対象者 １８歳以上市民（無作為抽出） ２，０００人 

 小田原市環境美化推進員 ２５６人 

 小田原市環境ボランティア協会会員 ７１人 

 調査期間中のシルバー大学の環境に関する講座受講生 ５３人 

 合計   ２，３８０人 

調査方法 郵便による調査票の発送・回収 

回答者数 １，０３６人（回収率４３．５％） 

質問項目 ・ 現在関心がある環境問題 

 ・ 周辺の環境に対する満足度及び１０年前との変化 

 ・ 小田原市の環境のうち最も大切だと思うもの、今後も残したいもの 

 ・ 小田原市が特に力を入れるべき環境対策 

 ・ 環境にやさしい生活をするために実行していること   等 

② 市民意識調査（中学生） 

調査期間 平成２２年７月６日～７月２０日 

調査対象者 市立中学校１１校の２年生各校 1 クラス ３５５人 

調査方法 各学校で配布・回収 

回答者数 ３５０人（回収率９８．６％） 

質問項目 ・ 日頃自然に触れたり環境問題について知る機会の多さ 

 ・ よく見かける動植物 

 ・ 周辺の環境に対する満足度 

 ・ 小田原市の環境の望ましい将来像 

 ・ 環境にやさしい生活をするために実行していること 

 ・ 今後参加したい環境活動 

③ 企業意識調査 

調査期間 平成２２年８月１日～８月１６日 

調査対象者 小田原箱根商工会議所に会員登録している企業 ６００社（無作為抽出） 

調査方法 郵便による調査票の発送・回収 

回答者数 ２４７人（回収率４１．２％） 
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質問項目 ・ 小田原市の環境に関する計画の認知度 

 ・ 周辺の環境に対する満足度及び１０年前との変化 

 ・ 小田原市の環境のうち最も大切だと思うもの、今後も残したいもの 

 ・ 小田原市が特に力を入れるべき環境対策 

 ・ 事業において実施している環境対策     等 

（２） 市民意見（パブリックコメント）の概要 

「（仮称）小田原市地球温暖化対策推進計画（素案）」を市ホームページや市行政情報センター支所・連

絡所、窓口コーナーで公開して意見を募集した。 

募集期間 平成２３年２月１６日～３月９日 

件数等 １５件（２人） 

市民意見の概要 

・ 市域における平均気温の変化を示す図表の追加 

・ 各エネルギーのＣＯ２排出係数の記述の追加 

・ 電気使用に係るＣＯ２排出係数の変化と家庭部門・業務部門等への影響に関する記述の追加 

・ 家庭部門における省エネルギー機器の普及促進策への記述追加 

・ 大気熱を利用したヒートポンプ技術の記述と普及促進策の記述 

・ 国で検討過程段階にある、再生可能エネルギーの全量買取制度、国内排出量取引制度の記述の

削除 

・ 電気自動車の行政における率先導入と普及促進策への記述追加 

・ クリーンエネルギー、再生可能エネルギー、新エネルギーの整理と図の追加 
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６ 地球温暖化対策主要年表 

 

年 世界の主な動き 国の主な動き 本市の動き 

１９７９年 

昭和５４年 

・ジュネーブで第１回世界気候会

議（ＦＷＣＣ）開催、地球温暖化問

題について初の討議。 

・「エネルギーの使用の合理化に

関する法律（省エネ法）」制定 

 

１９８５年 

昭和６０年 

・国連環境計画（ＵＮＥＰ）がオース

トリアで温暖化に関する初の国際

会議「フィラハ会議」を開催。地球

の平均気温の上昇による人類の

危機を警告 

  

１９８８年 

昭和６３年 

・カナダでトロント会議開催、「ＣＯ２

排出量を２００５年に１９８８年比で

２割削減」という目標が提案される 

・ＵＮＥＰと世界気象機関（ＷＭＯ）

が「気候変動に関する政府間パ

ネル（ＩＰＣＣ）」を設置 

  

１９８９年 

平成元年 

・オランダでハーグ環境首脳会議

開催、地球温暖化対策を実行す

るための仕組みを整備するための

「ハーグ宣言」採択 

  

１９９０年 

平成２年 

・ＩＰＣＣが第１次評価報告書を発

表、ＣＯ２濃度を安定化するには６

割の排出削減が必要 

・スイスのジュネーブで第２回世界

気候会議（ＳＷＣＣ）開催、ＩＰＣＣ

報告書を後押し 

・「地球温暖化防止行動計画」閣議

決定、温暖化対策を総合的・計画

的に推進するための方針及び取

り組むべき対策の全体像を示す 

 

１９９１年 

平成３年 

    

１９９２年 

平成４年 

・ブラジル・リオデジャネイロで国連

環境開発会議（地球サミット）開

催、持続可能な開発を地球規模

のパートナーシップに向けた「リオ

宣言」、行動計画「アジェンダ２１」

を採択 

・気候変動に関する国際連合枠組

条約採択、１５５カ国が署名 

  

１９９３年 

平成５年 

  ・環境基本法制定 ・環境部新設 

１９９４年 

平成６年 

・気候変動に関する国際連合枠組

条約が発効 

・「環境基本計画」（第一次環境基

本計画）閣議決定 

 

１９９５年 

平成７年 

・ドイツで気候変動枠組条約第１回

締約国会議（ＣＯＰ１）開催、先進

国の温室効果ガスの削減目標を

ＣＯＰ３までに設定するという「ベ

ルリン・マンデート」決定 

・ＩＰＣＣが第２次評価報告書を発

表、ＣＯ２濃度の安定化には７割

近い排出削減が必要 

  ・「小田原市美しく住み良い環境づ

くり基本条例」ほか環境関連５条

例を施行 

１９９６年 

平成８年 

・スイスでＣＯＰ２開催、「ジュネーブ

閣僚宣言」で法的拘束力のある数

値目標を含む約束づくりを目指す 

   

１９９７年 

平成９年 

・京都でＣＯＰ３開催、「京都議定

書」を採択し、先進国に法的拘束

力のある温室効果ガスの削減目

標を設定。日本は１９９０年比で２

０１２年までに６％の削減を約束。 

・新エネルギー利用等の促進に関

する特別措置法の制定 
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年 世界の主な動き 国の主な動き 本市の動き 

１９９８年 

平成１０年 

・ブエノスアイレスでＣＯＰ４開催、Ｃ

ＯＰ６までに京都議定書の運用ル

ールを決める内容の「ブエノスア

イレス行動計画」採択 

・日本政府各省庁の地球温暖化対

策をとりまとめた「地球温暖化対

策推進大綱」決定、環境と経済の

両立、ステップ・バイ・ステップ・ア

プローチ、各界各層一体の取り組

推進、国際的連携の確保などの

方針を提示 

・エネルギーの使用の合理化に関

する法律（省エネ法）を改正、トッ

プランナー方式の導入、大規模

エネルギー消費工場に省エネ計

画作成提出の義務づけ 

・地球温暖化対策の推進に関する

法律（温対法）を制定、国、地方

公共団体、事業者、国民の責務

を明記 

・「小田原市環境基本計画」策定 

・「小田原市低公害車普及促進計

画」策定 

１９９９年 

平成１１年 

・ドイツのボンでＣＯＰ５開催 ・京都議定書に基づいて日本の地

球温暖化対策に関する基本方針

を定めた「地球温暖化対策の推

進に関する法律（温対法）」の施

行 

・改正省エネ法施行 

・温対法にもとづく総合的・計画的

な地球温暖化対策のための基本

方針「地球温暖化対策に関する

基本方針」を閣議決定 

・環境行動指針として①市民として

の行動、②事業者としての行動、

③市としての行動、④環境共生ま

ちづくりのための行動、の４指針

によって構成される、「小田原市

環境行動計画」を策定 

２０００年 

平成１２年 

・ハーグでＣＯＰ６開催 ・「環境基本計画－環境の世紀へ

の道しるべ－」（第二次環境基本

計画）を閣議決定 

・特例市に移行 

・「小田原市地域新エネルギー計

画」策定 

２００１年 

平成１３年 

・米国が京都議定書を離脱 

・ボンでＣＯＰ６再開会合開催、京

都議定書を大筋で合意する「ボン

合意」成立 

・モロッコでＣＯＰ７開催、「マラケシ

ュ合意」で京都議定書の運用ル

ールが最終合意 

・ＩＰＣＣが第３次評価報告書を発

表、ＣＯ２の排出増で２１００年に気

温が最大５．８度上昇すると警告 

・環境庁が環境省へ組織改編  

２００２年 

平成１４年 

・「持続可能な開発に関する世界

首脳会議（ヨハネスブルグサミッ

ト）」開催 

・インドでＣＯＰ８開催、途上国を含

む世界各国が排出削減のための

情報交換を行うことなどを柱とする

「デリー宣言」採択 

・ヨハネスブルグ・サミット開催 

・京都議定書を締結 

・省エネ法を改正、大規模工場に

準ずる大規模オフィスビルなどに

エネルギー管理義務づけ 

・温対法を改正、温室効果ガス排

出量、吸収量の算定、公表等を

規定 

・京都議定書目標達成計画の策定 

・地球温暖化対策推進大綱を見直

し、温室効果ガス種類その他の区

分ごとに目標・対策・実施スケジュ

ールを提示 

・「新エネルギー利用等の促進に

関する特別措置法（ＲＰＳ法）」制

定、新エネルギー利用等の総合

的な推進を規定 

 

２００３年 

平成１５年 

・イタリアのミラノでＣＯＰ９開催、京

都議定書を実施するためのルー

ルづくりで合意 

・電気事業者に対してその販売電

力量に応じた一定割合以上の新

エネルギー等から発電される電気

・「小田原市環境行動計画」のうち

行動指針③市としての行動を改

訂 
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年 世界の主な動き 国の主な動き 本市の動き 

の利用を義務付けた「電気事業

者による新エネルギー等の利用

に関する特別措置法」が施行 

２００４年 

平成１６年 

・ブエノスアイレスでＣＯＰ１０開催 

・ロシアが京都議定書を批准 

  

２００５年 

平成１７年 

・京都議定書が発効 

・カナダでＣＯＰ１１と第１回議定書

締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ１）開

催、「モントリオール行動計画」が

採択され、米国を含めたすべての

国が温暖化対策について議論す

ることで合意 

・「京都議定書目標達成計画」閣議

決定、地球温暖化防止行動計

画、地球温暖化対策に関する基

本方針を継承 

・省エネ法を改正、運輸、工場・事

業場、住宅・建築物分野における

対策を強化 

・温対法を改正、温室効果ガス算

定・報告・公表制度の導入 

・「自主参加型国内排出量取引制

度（ＪＶＥＴＳ）」実施 

 

２００６年 

平成１８年 

・ケニアのナイロビでＣＯＰ１２とＣＯ

Ｐ／ＭＯＰ２開催 

・温対法を改正、京都メカニズム活

用のための制度を導入 

・「環境基本計画－環境から拓く 

新たなゆたかさへの道－」（第三

次環境基本計画）を閣議決定 

・「小田原市環境基本計画」改訂 

 

２００７年 

平成１９年 

・ＩＰＣＣが第４次評価報告書を発

表、温暖化の原因が人間の活動

によるものであるとほぼ断定、今

後２０～３０年間の努力と投資が

必要であると指摘 

・インドネシアでＣＯＰ１３とＣＯＰ／

ＭＯＰ３開催、第１約束期間（２００

８～２０１２年）以降の「ポスト京都」

の枠組をＣＯＰ１５までに合意する

とした「バリ・ロードマップ（バリ行

動計画）」を採択。 

・「２１世紀環境立国戦略」決定、地

球温暖化の危機等の地球環境問

題は、２１世紀に人類が直面する

最大の課題と認識、「気候変動問

題の克服に向けた国際的リーダ

ーシップ」等の８つの戦略を提示 

・「クールアース５０」発表、温室効

果ガス排出量を世界全体で２０５０

年までに現状比で半減する長期

目標を提示 

・「小田原市地球温暖化対策地域

推進計画」策定 

・「小田原市環境行動計画」のうち

行動指針③市としての行動を改

訂 

２００８年 

平成２０年 

・京都議定書の第１約束期間開始 

・ポーランドのポズナンでＣＯＰ１４と

ＣＯＰ／ＭＯＰ４開催 

・温対法改正、業務・家庭部門対

策を強化 

・省エネ法改正、事業者単位での

エネルギー管理を義務づけ 

・北海道洞爺湖サミット開催 

・「京都議定書目標達成計画」を改

定、削減目標を達成するために

対策・施策を追加 

・「低炭素社会づくり行動計画」閣

議決定 

・オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制

度を創設 

・家電エコポイント制度の実施 

 

２００９年 

平成２１年 

・イタリアのラクイラで第３５回主要

国首脳会議（ラクイラ・サミット）開

催 

・デンマークのコペンハーゲンでＣ

ＯＰ１５とＣＯＰ／ＭＯＰ５開催 

・政権交代。鳩山首相が、温室効

果ガスを２０２０年までに１９９０年

比で２５％削減する中期目標を表

明 

 

２０１０年 

平成２２年 

・メキシコのカンクンでＣＯＰ１６とＣ

ＯＰ／ＭＯＰ６開催 

・地球温暖化対策に係る中長期ロ

ードマップの提案～環境大臣 小

沢鋭仁 試案～」の公表 
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７ 小田原市内におけるＣＯ２排出量の推移（詳細） 
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ーン開発メカニズムで発生するクレジット）、ＥＲＵ（共同実施

で発生するクレジット）の４つに分類される。 

なお、温対法では「算定割当量」として定義し、国は算定

割当量口座簿（国別登録簿に相当）を開設して、国内企業

等の算定割当量の取得、保有、移転等の管理を行うこととさ

れている。 

 

環境マネジメントシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境

保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や

目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと

を「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工

場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメン

トシステム」（ＥＭＳ＝Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓ

ｔｅｍ）という。基本的にＰ（Ｐｌａｎ）－Ｄ（Ｄｏ）－Ｃ（Ｃｈｅｃｋ）－Ａ

（Ａｃｔｉｏｎ）の手順で進められる。 

環境省が策定した「エコ・アクション２１」や国際規格の「ＩＳ

Ｏ１４００１」のほか、「エコステージ」「ＫＥＳ」「環境マネジメント

システム・スタンダード」など地方自治体やＮＰＯ法人等が策

定したものもある。 

 

環境家計簿 

家庭における地球温暖化防止への取組の一つで、電気、

ガス、水道の使用量やごみの量から、家庭生活によるＣＯ２

の排出量を計算し、目に見える形にすることで、消費者が楽

しみながら、また、家計費の節約を励みとしながら、自ずと環

境に配慮したライフスタイルを実践していくこととなるように助

ける手段である。また環境にやさしい行動のヒントになる情報

や具体的なアイデアを多数盛り込んでおり、エコ・ライフアイ

デア集のような使い方もできるようになっている。 

国や県、環境ＮＰＯ、電力会社、家電メーカー等により、ホ

ームページ等でも提供されている。 

 

間伐・保育 

混みあった森林から曲がったり弱ったりしているスギやヒノ

キなどの針葉樹を抜き切り、森林の中を明るく保ち、真っ直

ぐ育てる為に必要な作業。 

間伐を行わない森林では樹木の生長がにぶく、根を張る

ことも難しくなるほか、森林の中が暗くなり、下生えも生えな

いため、水源涵養力、土壌保全能力の低い森林になる。 

また、間伐のほか、下刈・つる切（苗木の成長を妨げる雑草

木やつる類の除去）、除伐（稚幼樹の生育を妨げる潅木等の

除去）、枝打（節のない樹木に育てるため一定の高さまで枝

を切り取り）を合わせて「保育」という。 

 

気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組条約） 

地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条

約。平成４（１９９２）年６月に開催された地球サミットにおいて

１５５カ国が署名した。発効は平成６（１９９４）年３月。 

この条約では、二酸化炭素の排出量を平成１２（２０００）年

までに平成２（１９９０）年のレベルで安定化させる努力目標

の設定が行われている。また、明示されていない平成２（２００

０）年以降の取り組みに関しては、毎年開かれている締約国

会議（ＣＯＰと呼ぶ場合もある）において討議されることになっ

ている。温暖化防止条約とも呼ばれる。 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

各国が政府の資格で参加し地球の温暖化問題について

議論を行う公式の場として、国連環境計画（ＵＮＥＰ）及び世

（ア行） 

アイドリングストップ 

自動車などで停車時に無用なアイドリングをしないこと。燃

料節約と排ガス抑制の効果があり、近年では自動的にアイド

リング時にエンジンを停止させる機能を搭載した自動車がエ

コカーとして販売されている。 

 

エコドライブ 

やさしい発進を心がけたり、無駄なアイドリングを止める等

をして燃料の節約に努め、地球温暖化に大きな影響を与え

るＣＯ２の排出量を減らす運転のこと。 

 

エネルギー供給構造高度化法 

正式名は「エネルギー供給事業者による非化石エネルギ

ー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進

に関する法律」。太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、

原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー

原料の有効な利用を促進するため、平成２１（２００９）年に制

定された。 

 

オープンガーデン 

個人や企業の庭を一定期間、一般の人に公開するもの

で、丹精こめた庭や花壇を開放し、訪れた人との交流を深め

ながら季節の植物を楽しむ活動。個人の園芸活動が盛んな

イギリスで始まったもの。 

 

温室効果ガス 

太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがある

ガスのこと。産業革命以降、人間の活動により温室効果ガス

の大気中の濃度が上昇し、「温室効果」が加速され、気温上

昇による様々な問題が発生している。 

平成９（１９９７）年に採択された京都議定書では、地球温

暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイ

ドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄

が削減対象の温室効果ガスと定められた。 

 

（カ行） 

カーボンオフセット 

日常生活や経済活動において排出された温室効果ガス

を、できるだけ削減努力を行ったうえで排出されるものにつ

いて、その量に見合ったガスの削減活動（森林保全やクリー

ンエネルギー事業など）を実施したり投資したりすること等に

より、直接的、間接的に吸収しようとする考え方や活動を指

す。 

 

カーボンクレジット 

先進国間や企業間で取引可能な温室効果ガスの排出削

減量証明。「排出枠」、または単に「クレジット」ということもあ

る。 

地球温暖化防止のため、先進国は京都議定書に基づい

て、ＣＯ２の排出量上限を決めているが、自国の排出削減努

力だけで削減しきれない分について、排出枠に満たない国

の排出量を取引することができる。この排出量を企業間や国

際間で流通させるときにクレジットとして取り扱われる。 

発生起源によって、ＡＡＵ（初期割当分）、ＲＭＵ（国内吸

収源活動による吸収量分発行されるクレジット）、ＣＥＲ（クリ
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界気象機関（ＷＭＯ）の共催により昭和６３（１９８８）年１１月

に設置された機関。温暖化に関する科学的な知見の評価、

温暖化の環境的・社会経済的影響の評価、今後の対策のあ

り方の三つの課題について検討している。 

 

気候変動枠組条約第３回締約国会議 

「気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組条

約）」の第３回締約国会議。平成９（１９９７）年１２月１日から１

０日まで、京都で開催された。 

第１回締約国会議の決定（ベルリン・マンデート）に従っ

て、先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定める法的文

書とともに、排出権取引、共同実施、クリーン開発メカニズム

などの柔軟性措置が「京都議定書」の形で採択され、今後の

地球温暖化防止対策に向けて大きな一歩を踏み出すことと

なった。 

 

京都議定書（気候変動に関する国際連合枠組条約の京都

議定書） 

平成９（１９９７）年１２月京都で開催されたＣＯＰ３で採択さ

れた気候変動枠組条約の議定書。ロシアの締結を受けて発

効要件を満たし、平成１７（２００５）年２月に発効。同年８月現

在の締約国数は、１５２カ国と欧州共同体。なお、日本は平

成１０（１９９８）年４月２８日に署名、平成１４（２００２）年６月４

日に批准。 

先進締約国に対し、平成２０（２００８）年～平成２４（２０１２）

年の第一約束期間における温室効果ガスの排出を平成２（１

９９０）年比で、５．２％（日本６％、アメリカ７％、ＥＵ８％など）

削減することを義務付けている。 

また、削減数値目標を達成するために、京都メカニズム

（柔軟性措置）を導入。京都議定書の発効要件として、５５カ

国以上の批准、及び締結した附属書Ｉ国（先進国等）の平成

２（１９９０）年における温室効果ガスの排出量（二酸化炭素換

算）の合計が全附属書Ｉ国の平成２（１９９０）年の温室効果ガ

ス総排出量（二酸化炭素換算）の５５％以上を占めることを定

めた。平成１２（２０００）年に、最大排出国である米国（３６．

１％）が経済への悪影響と途上国の不参加などを理由に離

脱。結局、京都議定書は平成１７（２００５）年２月１６日に米、

豪抜きで発効した。 

平成２２（２０１０）年現在、京都議定書の第１約束期間以後

の世界的な温室効果ガス削減のあり方をめぐって、毎年開

催される気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）の中でさま

ざまな議論が行われている。 

 

京都議定書目標達成計画 

京都議定書で義務付けられた温室効果ガスの削減目標

達成に向けた政府が策定した計画。京都議定書が発効した

ことにより、全面施行となった改正地球温暖化対策推進法に

基づき、地球温暖化対策推進大綱の評価、見直しの上に立

って策定された。京都メカニズムの活用や、森林整備等の吸

収源対策についても規定されている。 

平世１７（２００５）年４月に閣議において決定された。京都

議定書の温室効果ガスの６％削減約束と長期的かつ持続的

な排出削減を目的としている。 

 

京都メカニズム 

温室効果ガス削減のために行う、植林活動などのほか、

他国の排出権を購入したり、より削減コストの低い国へ資金

提供や投資を行い、その排出削減量を自国の削減量に還

元することができる、世界を巻き込んだ社会的な仕組みのこ

とで、一般に、ＣＤＭ（先進国の政府や企業が省エネルギー

プロジェクトなどを途上国で実施すること）のメカニズム、排出

権取引のメカニズム、共同実施のメカニズム、吸収源活動の

４種のメカニズムの事をさす。 

 

クリーンエネルギー 

電気や熱に変えても二酸化炭素やメタンなどの温室効果

ガスや有害物質などを極力排出しないエネルギー源のこと。

太陽光・風力・太陽熱・水力・バイオマス・地熱・大気熱や、

燃料電池など天然ガス高度利用技術などが代表的。 

 

グリーン契約 

環境配慮契約法（国等における温室効果ガスの排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律）に基づいて、製品

やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくな

るような工夫をした契約。グリーン調達とともに、調達者自身

の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷

の少ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全

体を環境配慮型のものに変えていく可能性を持っている。 

 

グリーン調達（購入） 

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律）に基づいて、環境を考慮して、必要性をよく

考え、環境への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを

選んで購入することを指す。 

 

公共交通の利活用（サイクルアンドライド、パークアンドライ

ド） 

都市部や観光地などの交通渋滞の緩和のため、末端交

通機関である自動車・バイク・自転車等を郊外の公共交通機

関乗降所（鉄道駅やバス停など）に設けた駐車場に停車さ

せ、そこから鉄道や路線バスなどの公共交通機関に乗り換

えて目的地に行く方法。交通量自体が減少するため、渋滞

の緩和だけではなく、排気ガスによる大気汚染の軽減、二酸

化炭素排出量の削減といった効果も期待されている。 

末端交通手段の種類により、自転車を使う場合にはサイク

ルアンドライド、自動車を使う場合にはパークアンドライドなど

と呼ぶ。 

 

（サ行） 

里地里山 

奥山と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林

（雑木林）、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成さ

れる地域のこと。農林業などに伴うさまざまな人間の働きかけ

を通じて、その環境が形成・維持されてきた。また、メダカや

カエル、カタクリなどさまざまな生きものを育んでおり、全国の

希少種の集中分布地域の５割以上が里地里山にあたるとい

われる。 

 

里地里山保全等地域 

神奈川県が「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用

の促進に関する条例」にもとづいて指定し、農地や山林と集

落が一体となった里地里山の多面的な機能を保全するた

め、農林業の生産活動などを支援する制度。 

 

循環型社会 

「循環型社会形成推進基本法」（平成１２（２０００）年制定）

では、「天然資源の消費量を減らして、環境負荷をできるだ

け少なくした社会」と定義された。廃棄物処理法による個別

対策によるごみ減量の限界を受け、廃棄物・リサイクル問題

の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済



- 79 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６１，６００ｈａとなっている 

 

スマートメーター 

通信機能付きの電力量計。電力需要にあわせた最適な供

給が可能なほか、家電製品を遠隔操作できるものなどがあ

り、効果的な省エネを実現できる。 

デジタル機器による通信能力や演算能力を活用して電力

需給を自律的に調整する機能を持たせることにより、省エネ

とコスト削減及び信頼性と透明性の向上を目指した新しい電

力網である「スマートグリッド」は、地域の再生可能エネルギ

ーなどを用いた電気などを既存の電力網と組み合わせ、エ

ネルギーの地産地消を進める仕組みでもあるが、スマートメ

ーターの普及が大きな役割を負っている。 

 

生態系 

自然界に存在するすべての生物は、独立して存在してい

るのではなく、食うもの食われるものとして食物連鎖に組み込

まれている。これらの生物と生物を取り巻くそれ以外の環境

が相互に関係しあって、生命の循環をつくりだしているシス

テムを生態系と呼ぶ。互いに関連を持ちながら安定が保た

れている生物界のバランスは、ひとつが乱れるとその影響が

全体に及ぶだけでなく、場合によっては回復不能なほどの

打撃を受けることもある。 

 

生物相 

特定の地域に生息・生育する生物の種類組成のこと。「植

物相」（特定の地域に生育する植物の種類組成）と「動物相」

（特定の地域に生息する動物の種類組成）を合わせた概

念。 

 

石油代替エネルギー法 

正式名は「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進

に関する法律」。オイルショックをきっかけに昭和５５（１９８０）

年に制定され、エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点

から、天然ガス、原子力、自然エネルギーなどの石油代替エ

ネルギーの開発及び導入を促進することを目的にしている。 

 

（タ行） 

地球温暖化の原因 

地球温暖化の原因としては、太陽放射の変化や長期的な

気候変動、地殻活動などによる影響も考えられるが、気候変

動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第４次評価報告書（平

成１９（２００７）年１１月発表）では、「２０世紀半ば以降に観測

された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室

効果ガスの増加によってもたらされた可能性が非常に高い」

と述べています。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務と取

り組み等を定めた法律。平成１０（１９９８）制定。京都議定書

の約束達成を担保するために、目標達成計画の策定や、地

域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置等

について定めている。 

 

地球環境保全協定 

小田原市内における地球温暖化防止と循環型社会の構

築に向けて、事業者と市が協働で取り組むために締結する

協定。平成２１（２００９）年度から取り組んでいる。事業者は、

地球温暖化防止のための事業活動計画策定や温室効果ガ

ス排出抑制のための措置、省エネや従業員への環境教育な

社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形

成することとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組

みとなる法律として新たに制定された。 

 

省エネ法 

正式名称を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」と

いう。昭和５４（１９７９）年制定。 

平成５（１９９３）年の改正で基本方針の策定やエネルギー

管理指定工場に係る定期報告の義務付けなどが追加された

他、平成９（１９９７）年に京都で開催された気候変動枠組条

約締約国会議（ＣＯＰ３）を受けた平成１０（１９９８）年６月の一

部改正により、自動車の燃費基準や電気機器等の省エネル

ギー基準へのトップランナー方式の導入、大規模エネルギ

ー消費工場への中長期の省エネルギー計画の作成・提出

の義務付け、エネルギー管理員の選任等による中規模工場

対策の導入等が定められた。 

さらに、エネルギー消費の伸びが著しい民生・業務部門に

おける省エネルギー対策の強化等を目的とした平成１４（２０

０２）年６月の改正では、大規模オフィスビル等への大規模工

場に準ずるエネルギー管理の義務付け、一定規模以上の住

宅以外の建築物への省エネルギー措置の届出の義務付け

が定められた。 

平成１９（２００８）年５月の改正では、建築物分野の対策の

強化を図るため、一定規模以上の住宅・建築物も届出義務

の対象とすること、住宅事業建築主が新築する特定住宅に

係る省エネ性能向上を促す措置及び省エネ性能の表示の

推進に関する規定等が加えられた。また、業務部門の省エ

ネルギー対策を強化するため、エネルギー管理の工場単位

から事業者単位への変更が行われ、業務・事務部門を含む

事業者（企業）単位のエネルギー管理義務制度に変更さ

れ、あわせて、一定の要件を満たすコンビニエンスストアやフ

ァミリーレストランなどのフランチャイズチェーンについても、

チェーン全体を一事業者として捉え事業者単位の規制と同

様の規制が導入された。 

 

新エネルギー 

太陽光発電や風力発電などの「再生可能エネルギー」の

うち、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が少な

く、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーのこと。 

 「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新

エネ法）」（平成９（１９９７）年制定）では、太陽光発電、風力

発電、バイオマス発電、中小規模水力発電、地熱発電、太

陽熱利用、バイオマス熱利用、雪氷熱利用、温度差熱利

用、バイオマス燃料製造の１０種類を定めている。 

 

新エネルギー利用特別措置法 

正式名は電気事業者による新エネルギー等の利用に関

する特別措置法。平成１４（２００２）年制定。ＲＰＳ法とも呼ば

れる。東京電力などの電気事業者に対し、一定割合のクリー

ンエネルギー（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマ

ス（動植物に由来する有機物）発電など）の導入を義務付け

ている。 

 

水源の森林づくり 

木材生産機能や水源かん養など、森林のもつさまざまな

公益的機能を保持・向上させるために、神奈川県が、森林所

有者等、県民、企業、団体と協働して、水源地域の私有林の

公的管理・支援を推進する制度。平成９（２００１）年４月１日

から取り組まれており、対象エリアは、神奈川県治山計画区

を単位として設定され、水源の森林エリア内の森林面積は約

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%B5%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%B5%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3
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どの環境保全施策の実施、市へのエネルギー使用量実績

報告などを行う。一方市は、事業者に対し環境保全に必要

な情報を提供するとともに、協定事業者の市民への広報を

行う。 

 

地産地消 

地域で生産された産物を、その地域で消費しようとする取

り組み。流通コストの削減や、流通時に排出される温室効果

ガスの削減、「食」と「農」の結びつきの強化、地域の活性化

や高齢者や小規模農家の所得機会の創出などの効果が期

待されている。 

 

低公害車 

燃料電池自動車（ＦＣＶ）、電気自動車（ＥＶ）、天然ガス

（ＣＮＧ）自動車、ハイブリッド車（ＨＶ）、プラグインハイブリッ

ド車（ＰＨＶ）といった、大気汚染物質の排出量が少ない、又

はまったく排出されない自動車。次世代環境配慮自動車。

燃費性能の優れた自動車を含めた環境負荷の少ない自動

車を総称する場合もある。 

 

（ナ行） 

菜の花プロジェクト 

休耕田や荒地・空地などを用いて菜の花を栽培し、搾油し

て得た菜種油を調理に使い、廃油を回収して精製し、ディー

ゼル車の燃料にするほか、その過程を環境学習の場とした

り、副産物で石けんやろうそくを作るなど、資源循環のモデ

ルとして全国各地で取り組まれている。 

 

（ハ行） 

バイオディーゼル燃料 

菜種油・ひまわり油・大豆油・コーン油といった生物由来の

油や、てんぷら油などの廃食用油から作られる軽油代替燃

料（ディーゼルエンジン用燃料）の総称。ＢＤＦ（Ｂｉｏ Ｄｉｅｓｅｌ 

Ｆｕｅｌ）と略される。植物は、大気中からＣＯ２を吸収する光合

成を行って成長するため、京都議定書では、バイオディーゼ

ルの燃焼によって排出されるＣＯ２は、大気中のＣＯ２総量が

増えないカーボンニュートラルであるとして、排出量としてカ

ウントしないことから、環境にやさしい燃料として注目されて

いる。 

 

廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」

（昭和４５（１９７０）年制定）により、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、

汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他

の汚物又は不要物で、固形状もしくは液状のものと定義され

ている。 

「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、一般廃棄物

はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」は、家庭

から排出される「生活系ごみ」と、商店やオフィス等の事業活

動によって生じた紙くず、木くず等の「事業系ごみ」に分類さ

れる。 

「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃

え殻、汚泥、廃油、配酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など２

０種類の廃棄物をいう。 

 

ヒートアイランド現象 

市街地の気温が、アスファルト舗装やビルの輻射熱、冷房

や車の排気熱などによって、夏になると周辺地域よりも数度

高くなる現象をいう。等温線を描くと市街地が島の形に似る

ことからヒートアイランド現象と呼ばれる。 

 

保存樹・保存樹林 

小田原市における都市の美観風致を維持するために、地

域で親しまれてきた老木や名木、あるいは良好な自然環境

を残す樹木や樹林を、市の条例により、指定し保存する制

度。 

 

（英数字） 

５Ｒ（ご・あーる） 

Ｒｅｆｕｓｅ：不要なものは買わない・もらわない、Ｒｅｄｕｃｅ：ご

みの発生量や資源の使用量を減らす、Ｒｅｕｓｅ：そのままのか

たちで再利用する、Ｒｅｐａｉｒ：修理しながら長く使い続ける、Ｒ

ｅｃｙｃｌｅ：新たな製品を生み出す再資源化に協力、の５つの

行動を指す。 

 

ＣＯ２排出係数 

エネルギーを消費した時などにどれだけＣＯ２が排出され

るかを表す係数。電気を作るために排出されるＣＯ２の量、

ガソリン等の燃料が使われた時に排出されるＣＯ２の量など

について、国が取りまとめて公表している。 

エネルギーの種別による排出係数は温対法の施行令第４

条第１項、別表第１及び別表第５に定められており、主な係

数は次のとおり。なお、一般廃棄物の燃焼にともなうＣＯ２排

出量は、ごみ焼却施設の運営に係るエネルギー使用量につ

いて推計している。 

エネルギー種別 排出係数 単位 

ガソリン ２．３２ ｋｇ－ＣＯ２／Ｌ 

灯油 ２．４９ ｋｇ－ＣＯ２／Ｌ 

軽油 ２．５８ ｋｇ－ＣＯ２／Ｌ 

Ａ重油 ２．７１ ｋｇ－ＣＯ２／Ｌ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ３．００ ｋｇ－ＣＯ２／ｋｇ 

都市ガス ２．２３ ｋｇ－ＣＯ２／㎡ 

廃プラスチック類 ２．７７ ｔＣＯ２／ｔ 

なお、電気事業者が電力を生産するために要したエネル

ギーをＣＯ２に換算した数値（実排出係数）から、炭素クレジ

ットの取得及び国の管理口座への移転などにより削減された

量を除いた値を「調整後排出係数」という。 
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